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は じ め に

本市では、人権尊重の理念に基づく障害者施策の構築を目指して、平成２７年３月に

障害のある方々の施策の理念や基本方針を定める「藤井寺市障害者計画」及び障害福祉

サービス等の必要量と確保の方策等を定める「藤井寺市障害福祉計画（第４期）」を一体

的に策定し、総合的に展開してきました。

その間、国においては、障害のある方々の支援の拡充のため、各分野において法制定、

法改正がなされ、障害のある方々の取り巻く環境は大きく変化しております。また、平

成３０年４月には「改正障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（障害者総合支援法）」及び「改正児童福祉法」が施行されることにより、障害のある方々

が望む地域社会の支援や、障害児支援におけるニーズの多様化へのきめ細やかな対応、

サービスの質の確保・向上に向けた環境整備などに取り組むよう求められています。

この度、障害福祉計画（第４期）が平成２９年度で終了することから、地域における

障害のある方々を取り巻く環境の変化等を踏まえつつ、上記の通り障害者総合支援法及

び児童福祉法の改正を受けて、第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画を一体的

に策定しました。いずれの計画におきましても、平成３２年度（２０２０年度）の状況

を見据えて障害福祉サービス等の見込み量を定めております。

今後も引き続き、障害福祉施策の実施に努め、障害の有無に関わらず、市民が安心し

て暮らし続けることができる共生社会の実現を目指してまいりますので、皆様のご理解

とご協力をお願いいたします。

最後に、計画の策定にあたりまして、熱心にご審議いただきました藤井寺市保健福祉

計画推進協議会障害者部会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査や支援学校調査、事

業所調査、パブリックコメントなどにより、貴重なご意見をいただきました皆様に心か

らお礼を申し上げます。

平成３０年３月

藤井寺市長 國下 和男
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１ 計画策定の背景と趣旨

○本市では、平成 年度に平成 年度までを計画期間として定めた「藤井寺市障害

福祉計画（第１期計画）」を策定しました。本計画は、「障害者自立支援法」に基づ

く計画で、障害のある人が年齢や障害の種別等に関わりなく、一人ひとりの自立を

支援し、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らすことができる

よう、サービスの見込量を設定し、基盤整備を計画的に進めるための計画でした。

これ以降、法律に基づき３年ごとに計画の見直しが行われました。

〇この間、国においては、障害者制度全般にわたる改革が進められてきましたが、そ

の主なものは次の法律の改正です。

●「障害者自立支援法」の改正（平成 年 月）

主な改正点は、発達障害※を含めた障害児支援、障害者の相談支援事業の強化、

事業所や障害者団体で構成される障害者地域自立支援協議会※の設置などです。

●「障害者基本法」の改正（平成 年８月公布）

主な改正点は、障害者の定義を、それまでの障害（機能障害）の捉え方に加えて

（発達障害を含むとされた）、社会的障壁（日常生活や社会生活を営む上で障壁とな

る事物、制度、慣行、観念等）により継続的に日常生活または社会生活に相当な制

限を受ける状態にある人という社会との関係性において捉えること、社会的障壁の

除去について必要かつ合理的な配慮がされなければならないことの規定などです。

●「障害者虐待の防止と障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐

待防止法）」の成立（平成 年６月）

障害者虐待の定義を、養護者による虐待、障害者福祉施設等従事者による虐待

及び使用者による虐待とされたことなどです。

●「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合

支援法）」の成立（平成 年６月に公布された「地域社会における共生の実現に向け

て新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」（平成 年法

律第 号）により、従来の障害者自立支援法に代わるものとして同年６月に公布）

障害者自立支援法の目的が「自立した生活を営むことができるように支援を行

う」とされていたのに対し、「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし

い日常生活または社会生活を営むことができるように」と改正され、障害者の定

義に新たに難病等が加えられました。また、目的の実現のため、障害福祉サービ

スによる支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行うこ

ととされ、必須事業に障害者に対する理解を深めるための研修・啓発等４事業が

追加されるとともに、重度訪問介護の対象の拡大等障害者に対する支援の見直し

が行われました。さらに、障害者等に対する支援の度合いを示すものとして「障

害程度区分」から「障害支援区分」へ名称・定義が改正されました。
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●「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」の

成立（平成 年６月）

官公庁をはじめ、会社や商店などの事業者が障害者に対して、正当な理由なく、

障害を理由として差別することを禁止するとともに、官公庁や事業者に対して、

障害者から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要として

いるとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することを求めて

います。また、「差別の解消の推進に関する基本方針」が平成 年 月 日に閣

議決定されるとともに、関係府省庁における対応要領、事業分野別の対応指針の

策定が義務づけられました。

○本市では、平成 年３月に「藤井寺市障害者計画」と「藤井寺市障害福祉計画（第

４期）」（以下、第４期計画といいます。）を一体的に策定しました。

なお、第４期計画の策定以降、障害者関連法等の施行があり、それらも踏まえて

本計画を策定します。

●「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行（平成

年 月）

雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止及び障害のある人が職場

で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮※の提供義務）を定め

るとともに、障害のある人の雇用に関する状況を踏まえ、精神障害のある人を法

定雇用率※の算定基礎に加えるなどの措置を講ずることが規定されています。

●「成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後見制度利用促進法）」の施行

（平成 年 月、 月施行）

「成年後見制度利用促進基本計画」が平成 年３月に閣議決定されましたが、

計画のポイントとしては、①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、

②権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、③不正防止の徹底と利用しやす

さとの調和となっています。

●「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」の公布（平成 年

６月）

障害者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対す

る支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進す

るための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応

するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境

整備等を行うため、改正されました。その概要は次のとおりですが、２の は公

布の日に、それ以外は平成 年４月１日に施行となっています。

１ 障害者の望む地域生活の支援

 施設入所支援や共同生活援助を利用していた人などを対象として、定期的

な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を

行うサービスを新設する（自立生活援助）。

 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等

の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援）。
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 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。

 歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低

所得の高齢障害者が、引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サー

ビスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案

し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）

できる仕組みを設ける。

２ 障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応

 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発

達支援を提供するサービスを新設する（居宅訪問型児童発達支援）。

 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児

院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する。

 医療的ケア※を要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体におい

て保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする。

 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体

において障害児福祉計画を策定するものとする。

３ サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場

合等に貸与の活用も可能とする。

 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けると

ともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する。

●「発達障害※者支援法の一部を改正する法律」の施行（平成 年 月公布、８月施行）

改正のポイントとしては、次の６点があります。

目的に、切れ目なく支援を行うことの重要性に鑑み、障害者基本法の理念

にのっとり、共生社会の実現に資することを規定。

発達障害者の定義を、発達障害及び「社会的障壁」（＝発達障害がある者に

とって日常生活または社会生活における事物、制度、慣行、観念その他一切

のもの）により日常生活または社会生活に制限を受けるものとしたこと。

基本理念を新設し、発達障害の支援は「社会参加の機会の確保、地域社会に

おいて他の人々と共生することを妨げられないこと」や「社会的障壁の除去

に資すること」「個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実

態に応じて、関係機関等の緊密な連携の下に、意思決定の支援に配慮しつつ、

切れ目なく行うこと」を規定。

国及び地方公共団体の責務として、相談に総合的に応じられるよう、関係機

関等との有機的な連携の下に必要な相談体制を整備することを規定。

国民の責務の改正として、個々の発達障害の特性等に関する理解を深め、発

達障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めることを規定。

発達障害者の支援のための施策として、発達障害の疑いのある場合の支援、普

通学級に通う発達障害児にも学校と連携して支援計画や指導計画を作成するこ

と、就労支援とともに就労定着支援を規定するとともに、乳幼児期から高齢期

まで切れ目のない支援、権利利益の擁護、司法手続きにおける意思疎通の手段

の確保等の配慮、家族等への情報提供や相互の支え合い活動の支援等を規定。
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２ 計画の位置づけ

○「藤井寺市第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画」（以下、第５期計画等と

いいます。）は、次の２つの法定計画として位置づけられます。

① 「障害者総合支援法」第 条第１項に基づく、市町村障害福祉計画（第５期）

② 「児童福祉法」第 条の 第１項に基づく、市町村障害児福祉計画（第１期）

○障害福祉計画は、障害福祉サービス及び相談支援、地域生活支援事業が計画的に提

供されるよう、数値目標やサービス見込量と確保策などを定め、達成に向けて円滑

な実施を目的に策定するものです。

○障害児福祉計画は、これまで障害福祉計画に含まれていた障害児支援について、改

正児童福祉法に基づき、サービス提供体制の構築を図ることを目的にあらたに策定

するものです。

○両計画は、国の基本指針、大阪府の基本的な考え方を踏まえるとともに、藤井寺市

の実情を加味した内容としています。

○第５期計画等は、「藤井寺市総合計画」に基づく障害福祉サービス等の提供に係る分

野別計画として位置づけるとともに、「第３期藤井寺市地域福祉計画」（平成 年３

月策定）、「藤井寺市障害者計画」（平成 年３月策定）、「藤井寺市子ども・子育て

支援事業計画」（平成 年３月策定）等の関連する計画との整合を図り策定するも

のです。

■計画に定める事項

障害福祉計画に関する事項

（障害者総合支援法第 条第２・３項）

障害児福祉計画に関する事項

（児童福祉法第 条の 第２・３項）

必
須
事
項

●障害福祉サービス、相談支援及び地域生活

支援事業の提供体制の確保に係る目標に関

する事項

●各年度における障害福祉サービス、相談支

援または計画相談支援の種類ごとの必要な

見込量

●地域生活支援事業の種類ごとの実施に関す

る事項

必
須
事
項

●障害児通所支援及び障害児相談支援の

提供体制の確保に係る目標に関する事

項

●各年度における通所支援または障害児

相談支援の種類ごとの必要な見込量

任
意
事
項

○障害福祉サービス等の見込量の確保のため

の方策

○障害福祉サービス、相談支援または計画相

談支援及び地域生活支援事業の提供体制の

確保に係る医療機関、教育機関、公共職業

安定所その他の職業リハビリテーション※

の措置を実施する機関等との連携に関する

事項

任
意
事
項

○通所支援または障害児相談支援の種類

ごとの必要な見込量の確保のための方

策

○通所支援または障害児相談支援の提供

体制の確保に係る医療機関、教育機関そ

の他の関係機関との連携に関する事項



－ －

３ 計画の対象

本計画で、「障害のある人」とは、障害者基本法第２条の規定に基づく「身体障害、

知的障害、精神障害（発達障害※を含む）、その他の心身の機能の障害がある人であっ

て、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける

状態にある人」とし、「高次脳機能障害※のある人や難病に起因する、継続的に日常生

活または社会生活に相当な制限を受ける人」なども含みます。

４ 計画の期間

本計画の期間は、平成 年度から平成 年度までの３年間とします。

なお、関係法令の施行や制度改正等の社会経済情勢やニーズの変化が生じた場合は、

必要に応じて見直しを行います。

■計画の期間

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

第４期障害福祉計画
第６期障害福祉計画

第２期障害児福祉計画

障害者計画 次期障害者計画



－ －

５ 計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、市民の参画を得るとともに、市民のニーズを把握・反

映させるために、次のような機会を設定しました。

① 各種会議等での審議

計画の策定にあたり、「藤井寺市保健福祉計画推進協議会障害者部会」をはじめ、

「藤井寺市障害者支援会議」「藤井寺市障害児福祉計画庁内連絡会議」、庁内の関

係各課において、各種調査の実施内容や結果、計画内容等を検討しました。

② 障害のある人に対するアンケート調査

障害のある 歳未満及び 歳以上の人それぞれを対象に、生活状況や障害福

祉サービスの利用状況、相談支援に関するニーズなどを把握するため、郵送での

配布・回収によりアンケート調査を実施しました。

③ 支援学校※に対するアンケート調査

本市の通学区域となっている支援学校２校を対象に、障害のある児童・生徒の

状況や進路先、医療的ケア※児の生活課題などを把握するため、郵送での配布・回

収によりアンケート調査を実施しました。

④ サービス提供事業所に対するアンケート調査

障害福祉サービスの提供状況や今後の増員・参入予定、新規事業への参入意向、

事業所運営上の課題等を把握するため、サービス提供事業所に対して、メール及

び郵送でアンケート調査を実施しました。

⑤ 地域生活支援拠点をテーマとしたワークショップ※

今後の地域における地域生活支援拠点のあり方について検討するためのきっか

けとなるよう、市内障害福祉サービス事業所のかたを対象とし、地域生活支援拠

点及び緊急時の対応をテーマに、それぞれワークショップを開催しました。

⑥ パブリックコメント※の実施

市民からの意見を広く募集し、その意見を本計画に反映させるため、パブリックコ

メントを平成 年 月 日から 月 日にかけて実施し、７人から意見が寄せられまし

た。



第２章 障害のある人を

取り巻く状況
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１ 障害のある人の状況

１ 障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のそれぞれ所持者数を合計

した全体の数字（ただし、重複で所持している人を含みます。）は、平成 年度以

降では 年度をピークに減少傾向を示し、平成 年度末現在は 人となって

いて、総人口の ％となっています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■手帳の種類別 障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳所持者数 療育手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳所持者数 総数

第２章 障害のある人を取り巻く状況
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２ 身体障害のある人の状況

① 身体障害者手帳所持者数

身体障害者手帳所持者数は、平成 年度末現在では 人で、うち 歳未満

が 人、 歳～ 歳が 人、 歳以上が 人となっています。 歳以

上の高齢者は、身体障害者手帳所持者全体の約 ％を占めています。

身体障害者手帳所持者数全体は、平成 年度以降では 年度をピークに減少傾

向を示しています。そのうち、 歳未満は平成 年度の 人をピークに、 ・

年度は 人で横ばいに、 歳～ 歳は 年度をピークに、 歳以上は

年度をピークにそれぞれ減少傾向を示しています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■年齢３区分別 身体障害者手帳所持者数の推移

歳未満 歳～ 歳 歳以上 総数



－ －

② 障害の程度別身体障害者手帳所持者数の推移

平成 年度末現在の障害程度別の身体障害者手帳所持者総数に占める割合は、

１級が ％、２級が ％、３級が ％、４級が ％、５級が ％、

級が ％となっています。

また、１級及び２級の重度の人が、平成 年度末現在では 人で、 ・

年度をピークに減少傾向を示しています。 級及び 級の全体に占める重度率

は ％で、平成 年度以降では、おおむね ％台で推移してきましたが、

年度は上昇傾向を示しています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■障害の程度別 身体障害者手帳所持者数の推移

級 級 級 級 級 級 総数



－ －

③ 障害種別身体障害者手帳所持者数の推移

平成 年度末現在の障害種別身体障害者手帳所持者数の構成をみると、肢体不

自由が ％で最も多く、半数を超えています。次いで内部障害が ％、聴

覚・平衡機能障害が ％、視覚障害が ％、音声・言語障害が ％となって

います。

肢体不自由及び内部障害は平成 年度が最も多く、肢体不自由はその後減少傾

向に、内部障害は 年度に減少し、 年度はわずかながら増加しています。視

覚障害は増減しながら減少傾向を示し、聴覚・平衡機能障害は平成 年度以降、

わずかながら減少傾向を示し、音声・言語障害は 人前後で推移しています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■障害種別 身体障害者手帳所持者数の推移

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語障害 肢体不自由 内部障害 総数



－ －

３ 知的障害のある人の状況

① 療育手帳所持者数

療育手帳所持者数は増加を続け、平成 年度末現在では 人で、うち 歳

未満が 人、 歳～ 歳が 人、 歳以上が 人となっています。 歳

～ 歳は、療育手帳所持者全体の約 ％を占めています。

歳未満及び 歳～ 歳は、平成 年度以降、おおむね増加傾向を示し、

歳以上は平成 年度以降、 人前後で推移しています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■年齢３区分別 療育手帳所持者数の推移

歳未満 歳～ 歳 歳以上 総数



－ －

② 障害の程度別療育手帳所持者数

平成 年度末現在の障害程度別の療育手帳所持者総数に占める割合は、重度Ａ

が ％、中度Ｂ１が ％、軽度Ｂ２が ％となっています。

平成 年度以降の重度者数は増加傾向にありますが、療育手帳所持者総数の増

加が大きいため、重度率としては、低下傾向にあります。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■障害の程度別 療育手帳所持者数の推移

軽度Ｂ２ 中度Ｂ１ 重度Ａ 総数
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４ 重度心身障害のある人の状況

身体障害者手帳の１・２級及び療育手帳のＡを所持している重度の心身障害のあ

る人の状況を、平成 年度以降でみると、 人～ 人で推移しています。

平成 年度末現在、 歳未満が 人、 歳～ 歳が 人、 歳以上が２人

で、 歳～ 歳は全体の約 ％となっています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度

（人）
■年齢３区分別 重度心身障害者数の推移

歳未満 歳～ 歳 歳以上 総数
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５ 精神障害のある人の状況

① 精神障害者保健福祉手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 年度に若干減少しましたが、おお

むね増加を続け、平成 年度末現在では 人で、うち 歳未満が 人、

歳～ 歳が 人、 歳以上が 人となっています。 歳～ 歳は、精神障

害者保健福祉手帳所持者全体の約 となっています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■年齢３区分別 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

歳未満 歳～ 歳 歳以上 総数



－ －

② 障害の程度別精神障害者保健福祉手帳所持者数

平成 年度末現在の障害程度別の精神障害者保健福祉手帳所持者総数に占め

る割合は、１級が ％、２級が ％、３級が ％となっています。

１級の重度の人は、平成 年度以降の推移では減少傾向を示しており、重度率

についても低下を続けています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

平成 年度 年度 年度 年度 年度 年度

（人）
■障害の程度別 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

３級 ２級 １級 総数
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６ 自立支援医療受給者の状況

自立支援医療受給者数は、平成 年度末現在、育成医療が 人、更生医療が

人となっています。そのうち、育成医療は 人前後で推移していたのが、平成

年度に減少に転じました。更生医療は増加が著しく、平成 年度の 人の 倍

となっています。

資料：福祉総務課（各年度３月末現在）

自立支援医療：障害者総合支援法の自立支援給付に位置づけられ、育成医療、更生医

療、精神通院医療がある

育成医療：身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によ

り確実に効果が期待できる 歳未満が対象

更生医療：身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障害

を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる 歳以上が

対象

平成 年度 年度 年度 年度

（人）
■自立支援医療受給者数の推移

育成医療 更生医療
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２ 障害のある人に対するアンケート調査結果からみた主な意見と課題

１ 調査の概要

この調査は、「藤井寺市第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画」の策定と

今後の障害福祉施策を進めていく際の参考とするために、障害のある人の生活の様

子や福祉サービスの利用状況、生活支援についてのアンケート調査を実施しました。

■調査設計

調査名

項目

藤井寺市障害児福祉計画等策定のため

のアンケート調査（ 歳未満対象）

藤井寺市障害福祉計画等策定のための

アンケート調査（ 歳以上対象）

調査対象

平成 年４月１日現在の年齢で抽出

 身体障害者手帳所持者 人

 療育手帳所持者 人

 精神障害者保健福祉手帳所持者 人

 児童通所支援のみの利用者 人

 指定難病対象者 人

計 人

※前回調査（平成 年８月実施）は

療育施設通園者、支援学校※通学者、

地域の学校の特別支援学級通学者

平成 年４月１日現在の年齢で抽出

 身体障害者手帳所持者 人

 療育手帳所持者 人

 精神障害者保健福祉手帳所持者 人

 児童通所支援のみの利用者 人

 指定難病対象者 人

計 人

調査期間
原則、平成 年６月 日から７月７日とし、その後７月 日まで回収しまし

た。

調査方法 両調査ともに、郵送により配布・回収しました。

２ 配布・回収状況

■調査対象別 配布・回収状況

項目

調査対象

配布数

件

不達数

件
有効回収数

件

有効回収率

％

前回調査

回収率 ％

歳未満対象

歳以上対象

注）有効回収率は、配布数から不達数を引いた数を母数としています。
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３ 調査結果からの主な意見と課題

※ 文中、○は基本的には 歳未満調査から、●は 歳以上調査からの内容としています。

① 障害の状況について

○ 歳未満調査から、発達障害※と診断された児童は、回答者の ％と高く、

障害者手帳との関係では、発達障害児の ％が「知的障害のみ」で、「精神

障害のみ」が ％、「重複障害」が ％となっています。また、「手帳なし」

が ％とおよそ ％となっています。

■ 歳未満／発達障害・難病・高次脳機能障害※と障害者手帳所持の関係

○ 歳未満調査から、発達障害の診断のきっかけは、「家族など身近な人が気が

ついた」と「乳幼児健診」が大きいことがわかりました。

⇒保護者等身近な人に対する気づきのポイントや、乳幼児健診の重要性（発達障害の

早期発見・早期対応への理解等）の啓発を進めることが必要と考えられます。

○ 歳未満調査から、発達障害の診断後の相談先として、「病院などの医療機関」

とともに「市役所の子育て担当」が高くなっています。

⇒生涯を通した支援の始まりとして、必要な助言や支援が総合的に行えるよう、教育委

員会も含め、関係課での連携や対応を密にすることが必要と考えられます。

○ 歳未満調査の発達障害の診断・判定内容から、前回調査に比べて「学習障害」

は 倍、「注意欠陥多動性障害※」は 倍に上昇しています。

⇒保育・教育関係者に対する発達障害への正しい理解と適切な対応に関する研修の

充実、「保育所等訪問支援事業」など、支援体制の強化が必要と考えられます。

○医療的ケア※が必要な児童は ％と、およそ４人に１人の割合で、「服薬管理」

が ％などとなっています。重複障害の児童が「気管切開」や「人工呼吸器」

「吸入」「吸引」「胃ろう・腸ろう※」「カテーテル留置※」を受けています。

発達障害

難病

身体障害のみ 知的障害のみ 精神障害のみ 重複障害 手帳なし 無回答
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■ 歳未満／医療的ケア※が必要な児童と障害者手帳所持の関係

● 歳以上調査から、国指定難病の対象者に「なっている」が ％で、前回

調査より ポイント上昇しています。難病患者は、性別については、女性が

％、男性が ％で女性が多くなっています。年齢別では、 歳～

歳が ％で最も多く、家族類型別では、ひとり暮らしが ％、夫婦のみ

が ％などとなっています。障害者手帳の所持状況では、身体障害者手帳所

持が ％で最も多く、療育手帳所持が ％、精神障害者保健福祉手帳所持

が ％、手帳を持っていない人が ％となっています。

⇒支援を必要とする人の増加への対応として、障害福祉サービス等の周知が必要と考え

られます。

● 歳以上調査から、発達障害※として「診断された」は ％で、前回調査の

％から上昇しています。前回は無回答も多いため一概にはいえないものの、

増加していると推測されます。また、障害者手帳の所持状況からみて、発達障

害の半数を超える人が「知的障害のみ」で、「精神障害のみ」が ％などで、

「手帳なし」は該当なしとなっています。

● 歳以上調査から、難病の対象者について障害者手帳の所持状況からみて、お

よそ ％が「身体障害のみ」で、「手帳なし」がおよそ ％となっています。

● 歳以上調査から、高次脳機能障害※の該当者について障害者手帳の所持状況

からみて、およそ ％が「身体障害のみ」で、「精神障害のみ」が ％弱、「重

複障害」は ％を超え、「手帳なし」は ％となっています。

■ 歳以上／発達障害・難病・高次脳機能障害と障害者手帳所持の関係

医療的ケア児

身体障害のみ 知的障害のみ 精神障害のみ 重複障害 手帳なし 無回答

発達障害

難病

高次脳機能障害

身体障害のみ 知的障害のみ 精神障害のみ 重複障害 手帳なし 無回答
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② 育成・教育などについて

○ 歳未満調査から、育成・教育に関しての支援の希望については、「就学・進

路相談など相談体制の充実」（ ％）及び「子どものもつ能力や障害の状態

に適した指導の実施」（ ％）、「乳幼児期、小学生期、中学生期、中学校卒

業後の各期の連続性のある支援」（ ％）が多くなっています。

⇒就学・進路等相談・指導にあたって、きめ細かな対応や乳幼児期から学齢各期の連

続性のある支援を行うため、福祉、子育て、教育、保健、医療、就労等分野の関係

課や関係機関等との連携強化が必要と考えられます。

○育成・教育に関しての支援の希望について、障害種別にみると、医療的ケア児※

が多い重複障害は、回答数が 件と少なく、一概にはいえませんが、「学校等の

介助体制や障害に配慮した施設の整備」が他の障害種別より高くなっています。

○ 歳未満調査から、保護者の子どもについて困っていることや心配なことは、

「進学や訓練、就職などの進路」（ ％）、「家族がいなくなった時の生活」

（ ％）が特に高くなっています。

③ 差別や偏見について

○ 歳未満調査から、障害のある人の社会参加への市民の理解について「深まっ

てきていると思う」が ％、一方、「深まってきているとは思わない」が

％で、「深まってきていると思う」の３倍以上となっています。

● 歳以上調査から、障害のある人の社会参加への市民の理解について「深まっ

てきていると思う」が ％、「深まってきているとは思わない」が ％と

なっています。「深まってきていると思う」は児童も大人も同程度ですが、「深

まってきているとは思わない」の児童と大人の差が大きくなっています。

○ 歳未満調査から、障害があるために差別や偏見を【感じる】は合わせて

％で、前回調査より ポイント上昇しています。また、【感じる】は、

身体障害のみを除く障害種別で ％を超えています。

● 歳以上調査から、障害があるために差別や偏見を【感じる】は合わせて

％で、前回調査と同程度となっています。【感じる】は、知的障害のみ及

び重複障害では、およそ ％と高くなっています。

○ 歳未満調査から、差別や偏見を感じる場面については、「人間関係」と「街

かどでの人の視線」が多く、特に「人間関係」は前回調査より ポイント、

およそ２倍に上昇しています。
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● 歳以上調査から、差別や偏見を感じる場面については、 歳未満調査と同

様に、「人間関係」と「街かどでの人の視線」が多く、「人間関係」は前回調査

より ポイント、「街かどでの人の視線」は ポイント上昇しています。

⇒障害種別によっても、差別や偏見を感じる度合いが異なり、また、障害のある人とない

人が相互に理解し合うところまで進んでいない現状もあり、障害についての正しい知識

を得ることや理解を深めることが必要と考えられます。また、単なる知識としての学習・

啓発ではなく、身近な地域で近所づきあいや交流、通園・通学、保育・教育などを通

して、理解していくことが必要と考えられます。

④ 就労支援について

○ 歳未満調査から、高校生等は将来の仕事について、「専門技術を身につけて

働きたい」及び「障害特性に合った仕事をしたい」がそれぞれ ％、「仕事

や作業所で仲間と一緒に働きたい」が ％などとなっています。

⇒学校とハローワーク等労働関係機関等と連携した就労相談・支援の強化が必要と考

えられます。

○ 歳未満調査から、障害のある人がよりよく働くために必要なことについて、

高校生等をはじめどの年齢層も「職場の人に理解がある」がトップで、また、

どの障害種別もトップとなっています。これ以外は障害種別により違いがあり、

知的障害のみでは「職場に相談・指導してくれる人がいる」、精神障害のみでは

「勤務時間や日数が選べる」、重複障害では「職場がバリアフリーである」がそ

れぞれ他の障害種別より特に高くなっています。

⇒企業や商店等に対する障害や障害者に関する正しい知識と適切な対応についての

啓発の推進を、大阪府や関係機関と一緒になって進めることが必要と考えられます。

● 歳以上調査から、全体では「仕事をしている」人は ％となっています。

仕事をしている人の形態については、「正社員で他の社員と勤務条件等に違いは

ない」が ％、「パート・アルバイト等の非常勤社員、派遣社員」が ％、

「正社員で短時間勤務などの障害者配慮がある」が ％、「自営業など」が ％

となっています。

● 歳以上調査から、未就労者の今後の就労意向について、全体では ％が「仕

事をしたい」と回答しています。青年層（ 歳～ 歳）では ％と特に高

くなっています。青年層の未就労の理由については、「病気や障害があるため」

が ％でトップですが、これ以外では「自分に合った就労条件がない」

（ ％）や「人づきあいが苦手」（ ％）、「体力がついていかない」（ ％）

などとなっています。
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● 歳以上調査から、職業訓練※について、青年層では「既に受講している」が

％、「受講したい」が ％と高くなっています。

● 歳以上調査から、障害のある人の就労支援として必要なことについて、全体

では「職場の上司や同僚に障害の理解があること」「短時間勤務や勤務日数等の

配慮」「通勤手段の確保」「一般の職場で働くことが難しい人を受け入れてくれ

る施設」などが上位にあげられます。青年層では「職場の上司や同僚に障害の

理解があること」が ％を超えて高く、「一般の職場で働くことが難しい人を

受け入れてくれる施設」がおよそ ％で２番目にあげられています。

⇒職業訓練とともに、コミュニケーション訓練等が合わせて行えるようなことが必要と考えら

れます。また、企業等と連携した在宅勤務の推進のための条件の検討などや、就労継

続支援Ｂ型等事業所の工賃の底上げのための事業所等による協議や、工賃の高い

事例等情報の収集と提供などが必要と考えられます。

⑤ サービス利用状況について

○ 歳未満調査から、休日や放課後の過ごし方で、前回調査と比べて「放課後等

デイサービスを利用している」がおよそ ポイント上昇し、代わって「移動支

援を利用している」や「日中一時支援事業を利用している」がそれぞれ ポイ

ント近く低下しています。

○ 歳未満調査から、障害福祉サービス等の利用率は ％で、前回調査から

ポイント上昇しています。また、発達障害※の児童の利用率は ％とな

っています。

○ 歳未満調査から、利用サービスについては、「放課後等デイサービス」が

％でトップ、次いで「児童発達支援」（ ％）、「各種減免（割引）制度」

（ ％）、「医療費の助成」（ ％）などと続き、前回調査に比べて「放課

後等デイサービス」は ポイント以上上昇し、代わって「移動支援」や「日中

一時支援」「児童発達支援」が低下しています。（１つ目の○の「放課後等デイ

サービスの利用」と質問が異なり、数値は一致しませんが、傾向として「放課

後等デイサービス」の利用は増加しています。）

● 歳以上調査から、障害福祉サービス等の利用率は ％で、前回調査に比

べて ポイント上昇しています。前回調査では高齢層（ 歳以上）が多く、

高齢層は障害福祉サービス等よりも介護保険サービスの利用率が高いことにも

よると思われます。年齢３区分別にみると、利用率は特に青年層が高く ％、

壮年層（ 歳～ 歳）が ％、高齢層が ％となっています。障害種別

にみると、知的障害のみと重複障害ではおよそ ％と高くなっています。
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● 歳以上調査から、利用サービスについて、前回項目になかった「各種減免（割

引）制度」が ％でトップとなっています。次いで「自立支援医療」（ ％）、

「ホームヘルプサービス（居宅介護）」及び「生活介護」（各 ％）、「就労継

続支援（Ａ型・Ｂ型）」（ ％）、「移動支援事業」（ ％）などとなってい

ます。前回調査より３ポイント以上低下したサービスとしては、「ホームヘルプ

サービス（居宅介護）」「ショートステイ（短期入所）」「就労移行支援」「日常生

活用具の給付」となっています。一方、３ポイント以上上昇したサービスとし

ては、「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」「相談支援」「自立支援医療（更生医療・

精神通院）」となっています。

⇒「ホームヘルプサービス（居宅介護）」「ショートステイ（短期入所）」などは、利用したい日

に利用できないことや、人材不足で対応できなかったりすることもあり、利用実績とのす

り合わせや実態調査が必要と考えられます。

○ 歳未満調査から、制度やサービスを利用して不満に思うことについては、「相

談や手続きに時間がかかる」がトップで ％、次いで「利用回数・時間など

に制限がある」（ ％）、「利用したい日・時間に利用できない」（ ％）

などとなっています。

● 歳以上調査から、制度やサービスを利用して不満に思うことについては、「利

用回数・時間などに制限がある」がトップで ％、次いで「サービス内容に

関する情報が少ない」（ ％）、「相談や手続きに時間がかかる」（ ％）など

となっています。

○ 歳未満調査から、サービス未利用者がサービスを利用していない理由につい

ては、「サービスを利用する必要がない」以外では、「サービスに関する情報が

ない」（ ％）が高くなっています。

● 歳以上調査から、サービス未利用者がサービスを利用していない理由につい

ては、「サービスを利用する必要がない」以外では、 歳未満と同様に、「サー

ビスに関する情報がない」（ ％）が高く、次いで「利用するまでの手続き

がわからない」が ％で、これ以外は ％を割っています。

⇒サービスに関する情報の入手先や入手方法、サービス利用までの流れや手続きについ

ての周知徹底が必要と考えられます。

○ 歳未満調査から、成年後見制度の利用は ％、「名前も内容も知らない」が

％で、前回調査より ポイント上昇しています。

● 歳以上調査から、成年後見制度の利用は ％、「今後の利用を考えている」

が ％で、両項目ともに前回調査の２倍になっています。また、「名前も内容

も知らない」は ％で、前回調査より ポイント低下しています。

⇒成年後見制度の周知の強化が必要と考えられます。
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○ 歳未満調査から、児童発達支援センター※の認知率は ％で、就学前が

％で最も高くなっています。また、「利用したことがある」は ％で、

就学前が ％で最も高くなっています。障害種別についてみると、知的障害

のみや重複障害、手帳なしでの利用が高くなっています。

⑥ 相談体制について

○ 歳未満調査から、今後の相談体制について希望することについては、「家族

の悩みを受け止める家族相談員」（ ％）や「福祉の専門職を配置した相談

窓口」及び「障害にかかわる診断や治療・ケアに関する医療面での相談」（各

％）などが高くなっています。

○障害種別にみると、おおむねどの障害種別でも前述の３項目が上位にあげられ

ますが、特に精神障害のみの場合、「障害にかかわる診断や治療・ケアに関する

医療面での相談」が ％、「家族の悩みを受け止める家族相談員」が ％

と高くなっています。

● 歳以上調査から、今後の相談体制について希望することについては、「障害

福祉サービスと介護保険によるサービスなど、総合的な調整・支援」（ ％）、

「福祉の専門職を配置した相談窓口」（ ％）、「障害にかかわる診断や治療・

ケアに関する医療面での相談」（ ％）などが上位にあげられます。

⇒医療・福祉・介護・保健等、関係各課や関係機関との連携、多職種交流の促進、

総合的な相談・支援体制の構築などが必要と考えられます。
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３ 支援学校※調査・事業所調査からみた主な意見と課題

１ 支援学校調査

障害のある児童・生徒の通学状況や進路状況などを把握するため、本市の通学区

域となっている支援学校２校に対してアンケート調査を実施しました。

■調査の実施概要

項 目 内 容

対 象 西浦支援学校、藤井寺支援学校

実施方法 郵送による配布・回収

実 施 日 平成 年８月

西浦支援学校、藤井寺支援学校の本市の障害児の在籍状況は次表の通りですが、

西浦支援学校はいずれも知的障害のある児童・生徒、藤井寺支援学校はいずれも知

的・肢体不自由の重複障害児となっています。

■在籍状況

学 校
小学部 中等部 高等部

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生 １年生 ２年生 ３年生

西浦支援学校

藤井寺支援学校

計

過去３年間の高等部の卒業生の進路状況についてみると、生活介護の利用が多い

状況です。

■高等部の卒業生の進路状況

学 校 平成 年度 平成 年度 平成 年度

西浦支援学校 －

一般企業：１人

施設入所：１人

生活介護：３人

一般企業：１人

就労継続支援Ｂ型：１人

生活介護：３人

藤井寺支援学校
施設入所： 人

生活介護： 人

生活介護：１人 就労移行支援事業：１人

生活介護： 人

進路相談にあたって、学校での対応に苦慮していることや課題については、次の

点があげられます。

 医療的ケア※が必要な生徒や重症心身障害※の生徒を受け入れてくれる施設の空

きがないことや、送迎時の看護師配置などができる施設が少ない。

 進路先を決めるにあたっては、相談支援事業所と相談しながら進めている。
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２ 事業所調査

障害福祉サービス提供状況や運営上の課題、新規サービスへの参入意向等を把握

するため、サービス提供事業所に対するアンケート調査を実施しました。

■調査の実施概要

項 目 内 容

対 象 本市及び近隣市の障害福祉サービス提供事業所

実 施 方 法
主としてメールにより配布・回収を行うとともに、一部郵送により

配布・回収

実 施 日 平成 年７月～８月

配布・回収状況 配布： 件 回収： 件 回収率： ％

サービス提供者が不足していると感じるサービスについては、およそ ％の事業

所があげ、その中では、「重度訪問介護」（ ％）がトップ、次いで「居宅介護」

や「同行援護」「計画相談支援」「放課後等デイサービス」（各 ％）、「移動支援」

（ ％）などが上位にあがっています。

■サービス提供者が不足しているサービス（５％以上）

今後の増員・新規参入予定では、平成 年度から 年度の合計人数が 人を

超えるサービスとしては、「計画相談支援」（ 人）がトップ、次いで「移動支援

」（ 人）、「生活介護」（ 人）、「就労継続支援Ｂ型」（ 人）、「障害者相談

支援」（ 人）、「居宅介護」（ 人）となっています。

平成 年４月施行予定の３つのサービスのうち、本市の利用該当者がいるという

回答のあったサービスは、「自立生活援助」（１事業所、１人）及び「就労定着支援」

（２事業所、合計６人）となっています。

重度訪問介護 居宅介護 同行援護 計画相談支援 放課後等デイ

サービス

移動支援 生活介護

自立生活援助：障害者支援施設やグループホームなどからひとり暮らしへの移行を希望する知的障

害者や精神障害者について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわ

たり、定期的な巡回訪問や随時の対応により適切な支援を行うサービスです。

就労定着支援：就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を

行うサービスです。



－ －

４ 地域生活支援拠点をテーマとしたワークショップ※からみた主な意見と課題

１ 実施の概要

地域の障害福祉サービス提供事業所から地域生活支援拠点に関する意見を収集し

て計画の参考にするため、ワークショップを２回開催しました。１回目は、ワーク

ショップを通じ地域の障害福祉や地域生活拠点に対するより一層の意識の醸成を促

すため、２回目は緊急時の具体的な対応策の検討を行うため、それぞれ開催しまし

た。

■ワークショップの実施概要

項目 内 容

対 象 地域の障害福祉サービス提供事業所

実施方法 参加者をグループに分け、ワークショップ方式で実施

第 １ 回
実 施 日：平成 年 月７日

参加者数：事業所職員 名 市職員 名 ５グループ

第 ２ 回
実 施 日：平成 年１月 日

参加者数：事業所職員 名 市職員 名 ６グループ

２ 結果の概要

第１回のワークショップから、障害のある人の生活をより豊かにするために必要なこ

とは、①相談、②体験、③緊急時の対応、④人、⑤コーディネーターであり、この５つ

の機能を備えた所が「拠点」となること、また、拠点は地域の人に見えるように、わか

るようにすることが必要であり、行政のみならず、市民、事業者等が協同してつくり上

げていくものであることを、共通理解しました。

第２回のワークショップからは、前述の機能の中から「緊急時の対応」をテーマに、

本市の資源等を活用し、具体的にできることをグループワークし、最後に全体で検討し

ました。作業の中で、建物について新たにマンションや古民家等を借り上げる方式や既

存の公共施設を活用する方式、既存の障害者施設等を持ち回りで空き室をつくり活用す

る方式などの案が出されました。人材については、専門職の確保とともに、市民ボラン

ティア（学生ボランティアや社協ボランティア等）による支援などが提案されました。

そのほか、設備や資金についての提案とともに、推進するための調整役、運営の担い

手等についての課題が出されました。

今回出された意見等を踏まえ、今後も引き続き検討を進めます。





第３章 第４期計画の

取り組み状況
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① 施設入所者の地域生活への移行

国指針に沿った目標設定とし、平成 年度末時点の民間施設入所者の ％以

上と、府立施設の再編整備に伴う地域移行予定者が平成 年度末までに地域生活

に移行するとして設定

② 施設入所者の削減数

国指針に沿った目標設定とし、平成 年度末時点における施設入所者から４％

を削減することを目標として設定

。

１ 成果目標

１ 施設入所者の地域生活への移行

■第４期計画における目標設定

項 目 数値 考 え 方

平成 年度末時点の入所者数

（Ａ）
人 平成 年度末時点の施設入所者数

【目標】地域生活移行者数

（Ｂ）

人
平成 年度末までに地域生活に移行

する人の目標値

％ 移行割合（Ｂ Ａ）

【目標】施設入所者の削減数

（Ｃ）

人
（Ａ）の時点から、平成 年度末時点

における施設入所者の削減目標値

％ 削減割合（Ｃ Ａ）

平成 年度末時点の施設入

所者数
人

【実績値】
平成 ・ 年度地域生活移
行者数

人
平成 年度： 人
平成 年度： 人

【実績値】
平成 ・ 年度削減数

人
平成 年度： 人
平成 年度： 人

施設入所から地域生活への移行に関して、地域生活移行者数については、平成

年度末時点の入所者数 人の ％以上である 人（ ％）の移行を目標とし

て設定しました。しかし、地域生活への移行はあまり進まず、平成 年度は 人、

年度は 人となっています。

第３章 第４期計画の取り組み状況

＜成果目標に関する大阪府の基本的な考え方＞



－ －

① 国指針に沿った目標設定とし、平成 年度における入院後３か月時点の退院率

を ％以上とすることを目標として設定

② 国指針に沿った目標設定とし、平成 年度における入院後１年時点の退院率を

％以上とすることを目標として設定

③ 国指針に沿った目標設定とし、平成 年度における長期在院者数を平成 年

度の 月末時点から ％以上削減することを目標として設定

。
○成果目標については、都道府県のみが定めることとされているため、本市にお

いては関連する活動指標のみを定めることとします。

。

国指針に沿った目標設定とし、地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点または面的

な体制をいう。）について、平成 年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも

１つを整備する。

。

○近隣市町村の状況を鑑みながら、「藤井寺市障害者支援会議」等において、必

要な機能を検討した上で、地域生活支援拠点等を整備します。

。

また、施設入所者数の削減については、平成 年度末時点の入所者数 人から

４人（ ％）の削減を目標として設定しました。平成 年度の削減数は３人、平

成 年度の削減数は１人となり、平成 年度実績からの比較では４人の削減とな

ります。

２ 精神科病院から地域生活への移行

３ 地域生活支援拠点等の整備

平成 年度において、障害福祉サービス提供事業所を対象とした「地域生活支援

拠点を考えるワークショップ※」を開催するなど、検討に向けて動き出しました。引

き続き、本市の実情を踏まえた拠点機能及び支援体制の整備について検討します。

＜成果目標に関する大阪府の基本的な考え方＞

＜本市の基本的な考え方＞

＜成果目標に関する大阪府の基本的な考え方＞

＜本市の基本的な考え方＞



－ －

① 福祉施設利用者の一般就労への移行者数

平成 年度末における福祉施設から一般就労への移行者数について、大阪府内

の平成 年度実績の 倍以上とし、府内の市町村ごとに按分した数値を目標と

して設定

② 就労移行支援事業の利用者数

平成 年度末における就労移行支援事業の利用者数について、平成 年度末

の利用者数から６割以上増加させることを目標として設定

③ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率の増加

平成 年度末における就労移行支援事業所において、就労移行率が３割以上の

事業所が全体の５割以上となるように目標を設定

４ 福祉施設から一般就労への移行

■第４期計画における目標設定

項 目 数値 考 え 方

【基準】
福祉施設から一般就労への移行者数

人
平成 年度の福祉施設から一

般就労への移行者数

【目標】
①目標年度（平成 年度末）の一般
就労移行者数

人
大阪府が作成した目標値を市町

村ごとに按分した数値

【実績値】

平成 年度の一般就労移行者数
人 達成率： ％

【実績値】

平成 年度の一般就労移行者数
人 達成率： ％

項 目 数値 考 え 方

【基準】
就労移行支援事業の利用者数

人
平成 年度末時点の就労移行

支援事業の利用者数

【目標】
②目標年度（平成 年度）の就労
移行支援事業利用者数

人
平成 年度における就労移行
支援事業利用者数

倍

【実績値】
平成 年度の就労移行支援事業利
用者数

人 達成率： ％

【実績値】
平成 年度の就労移行支援事業利
用者数

人 達成率： ％

＜成果目標に関する大阪府の基本的な考え方＞



－ －

平成 年度の実績額に、 ％増した額を下回らない額（ただし、その額が

円に満たない場合は、 円を下回らない額）を基本として目標を設定

項 目 数値 考 え 方

【基準】
就労移行支援事業所数

事業所
平成 年度末時点の就労移行

支援事業所数

【目標】
③平成 年度末の就労移行率が３
割以上の事業所数の割合

５割
平成 年度末の就労移行支援
事業所の 割以上

【実績値】
平成 年度の就労移行支援事業所
ごとの就労移行率の増加

％

【実績値】
平成 年度の就労移行支援事業所
ごとの就労移行率の増加

％

就労移行支援事業に関して、福祉施設利用者の平成 年度末の一般就労への移行

者数を 人と設定していました。平成 年度には実績が 人となっています。

また、平成 年度の就労移行支援事業利用者数については 人と設定しました。

５ 就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額

■第４期計画における目標設定

項 目 数値 考 え 方

【基準】
平成 年度の工賃の平均額等、基準
となる額

円 平成 年度の工賃平均額

【目標】
平成 年度の工賃の平均額

円
平成 年度実績の約 ％
増

【実績値】
平成 年度の工賃の平均額

円 平成 年度実績の ％増

【実績値】
平成 年度の工賃の平均額

円 平成 年度実績の ％増

就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額は、平成 年度末には

円と設定しました。

＜成果目標に関する大阪府の基本的な考え方＞



－ －

２ 障害福祉サービス

１ 訪問系サービス

■訪問系サービス全体の状況

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

訪問系サービス全体の利用者数は、平成 年度以降、計画値を下回っているもの

の、おおむね横ばいとなっています。利用時間は、平成 年度以降増加を続け、平

成 年度には計画値を上回る見込みです。

居宅介護については、利用者数及び利用時間ともに、平成 年度から 年度は

計画値を下回っているものの、おおむね横ばいとなっています。

重度訪問介護については、身体障害のある人のみの見込みで、平成 年度以降、

利用者数は計画値を上回り、利用時間は、平成 年度がわずかながら計画値を下回

るものの、平成 年度は大幅に計画値を上回っています。

サービス

区 分
単位

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

居宅介護
人／月

時間分／月

重度訪問

介 護

人／月

時間分／月

同行援護
人／月

時間分／月

行動援護
人／月

時間分／月

重度障害者

等包括支援

人／月

時間分／月

訪 問 系

合 計

人／月

時間分／月

◆表の単位の見方

人／月 ：月間あたりの利用者数

時間分／月：月間の利用者数×１人１か月あたりの平均利用時間

人日分／月：月間の利用者数×１人１か月あたりの平均利用日数

件／年 ：年間の利用総件数（平成 年度は年度途中のため年間見込数を示す。）

時間／年 ：年あたりの利用時間総数

回数／月 ：月間あたりの利用回数

◆数値の見方

●数値は小数点以下を四捨五入して整数表示しています。
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同行援護については、身体障害のある人のみの見込みでしたが、平成 年度には

障害児の利用が１人、 時間ありました。利用者数はおおむね計画値と同程度で推

移していますが、利用時間は計画期間中、計画値を下回っていますが、おおむね横

ばいで推移しています。

行動援護については、知的障害のみの見込みで、計画期間中、３人で推移し、利

用時間は計画期間中、いずれの年度も計画値を上回っていますが、平成 年度が最

も多くなっています。

重度障害者等包括支援については、サービス提供事業所が市内及び近隣市町にも

ないため、利用を見込まず、実績も該当なしとなっています。

■居宅介護の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／月

時間分／月

知的障害

のある人

人／月

時間分／月

精神障害

のある人

人／月

時間分／月

障 害 の

ある児童

人／月

時間分／月

合 計
人／月

時間分／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

身体障害のある人の利用者数は、平成 年度、 年度に計画値を下回りました

が、利用時間は、増加傾向を示し、平成 年度、 年度はほぼ計画値どおりとな

っています。

知的障害のある人の利用者数は増減があり、平成 年度は計画値を上回りました

が、 年度には下回る見込みです。利用時間は、計画期間中、いずれの年度も計画

値を下回って推移しています。

精神障害のある人の利用者数は平成 年度に大きく増加し、計画値の２倍となり、

年度も増加しています。また、利用時間も増加傾向にあり、平成 年度、 年

度は計画値を上回っています。知的障害のある人とともに、１人当たりのヘルパー

の利用時間は減少していますが、ヘルパーの利用時間を多く使わなくても生活でき

る軽度の障害の人の利用増加が要因と思われます。

障害のある児童は、利用者数及び利用時間ともに平成 年度は減少し、 年度

はその傾向が続いています。その要因としては、これまでの利用者が 歳以上に到

達したことや、生活環境の変化から利用を停止するケースがあり、それを上回る新

規利用が発生しなかったためと考えられます。



－ －

２ 日中活動系サービス

① 生活介護

■生活介護の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／月

人日分／月

知的障害

のある人

人／月

人日分／月

精神障害

のある人

人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

身体障害のある人の利用者数は、平成 年度は計画値どおりの 人が、 年

度、 年度と減少し、計画値を下回っています。利用日数も平成 年度、 年

度は大きく減少しています。

一方、知的障害のある人の利用者数は、平成 年度には計画値と同値の 人

から 年度には 人に大幅に増加し、 年度もさらに増加しています。利用

日数も計画期間中、いずれの年度も計画値を上回り、特に平成 年度以降の増加

が大きくなっています。事業所が市内に新設されたことが要因と考えられます。

精神障害のある人は、利用を見込んでいませんでしたが、平成 年度には１人、

６人日の利用がありました。

② 自立訓練

■自立訓練の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／月

人日分／月

知的障害

のある人

人／月

人日分／月

精神障害

のある人

人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値
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身体障害のある人の利用者数は、平成 年度、 年度ともに計画値１人に対

し、実績値は２人となっていましたが、 年度は１人の見込みです。利用日数は

平成 年度が計画値の２倍以上となりましたが、 年度、 年度は計画値を上

回ったものの、 年度より減少しています。

知的障害のある人の利用者数は、計画期間中、いずれの年度も計画値どおり１

人となっています。利用日数は平成 年度、 年度と計画値を上回ったものの、

減少傾向にあり、 年度は計画値と同値となっています。

精神障害のある人は、利用を見込んでおらず、実績の該当もなしとなっていま

す。

③ 就労移行支援

■就労移行支援の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／月

人日分／月

知的障害

のある人

人／月

人日分／月

精神障害

のある人

人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

身体障害のある人の利用者数、利用日数ともに年々、大幅に減少し、平成 年

度には利用がありませんでした。この要因は、国の制度改正等により、障害者雇

用率が増加していることや、サービス利用のアセスメント※を事業所が厳格に行う

ようになったことから、後述の就労継続支援等に利用者が移管されたためと考え

られます。平成 年度は１人、 人日の利用見込みとなっています。

知的障害のある人は、計画期間中、いずれの年度も利用者数、利用日数ともに

計画値を下回っています。

一方、精神障害のある人は、利用者数、利用日数がともに平成 年度から

年度にかけて増加し、利用者数は計画値どおり、利用日数は計画値を上回ってい

ます。平成 年度は 年度より１人、 人日減少する見込みとなっています。
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④ 就労継続支援（ 型）

■就労継続支援（Ａ型）の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／月

人日分／月

知的障害

のある人

人／月

人日分／月

精神障害

のある人

人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

身体障害のある人の利用者数は、おおむね計画値どおりで推移し、利用日数は

平成 年度が計画値を下回ったものの、 年度は増加し、計画値を上回る見込

みです。

知的障害のある人の利用者数は、平成 年度には９人で、計画値の 人を上回

りましたが、 年度、 年度と減少しています。利用日数は、平成 年度はほ

ぼ計画値どおりでしたが、 年度、 年度は減少しています。

精神障害のある人の利用は見込んでいませんでしたが、平成 年度には 人、

年度には 人の利用があり、 年度も 人の見込みで、全体の計画値を大

きく上回る実績率となっています。この要因は、精神障害のある人の人数が増加

していることと、ハローワークにおいても、就職先として求職者に紹介するケー

スが増えていることが想定されます。

⑤ 就労継続支援（Ｂ型）

■就労継続支援（Ｂ型）の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／月

人日分／月

知的障害

のある人

人／月

人日分／月

精神障害

のある人

人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値
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身体障害のある人は、利用者数、利用日数ともに平成 年度は大きく減少し、

年度も減少傾向の見込みです。

知的障害のある人の利用者数、利用日数はともに、平成 年度から 年度に

かけて増加し、計画値を上回りましたが、 年度には減少する見込みとなってい

ます。

精神障害のある人は知的障害のある人と同様に、利用者数、利用日数ともに、

平成 年度から 年度にかけて増加し、 年度もさらに増加する見込みです。

⑥ 療養介護

■療養介護の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

重度心身
障害児者

人／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

重度心身障害児者の利用者数は、７人の計画値に対し実績も７人で推移してい

ましたが、平成 年度には６人となる見込みです。

⑦ 短期入所

■短期入所の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／月

人日分／月

知的障害

のある人

人／月

人日分／月

精神障害

のある人

人／月

人日分／月

障 害 の

ある児童

人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

身体障害のある人、知的障害のある人、障害のある児童の利用者数は、平成

年度から 年度にかけて増加し、知的障害のある人は 年度も増加の見込みと

なっています。また、利用日数も身体障害のある人及び知的障害のある人は、平

成 年度から 年度にかけて増加し、 年度も増加の見込みで、 年度、

年度はともに計画値を上回っています。
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精神障害のある人の利用者数及び利用日数はともに、平成 年度から 年度

に減少し、 年度もさらに減少の見込みとなっています。

３ 居住系サービス

① 共同生活援助

■共同生活援助の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害
のある人

人／月

知的障害
のある人

人／月

精神障害
のある人

人／月

合 計 人／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

身体障害のある人及び知的障害のある人は、計画期間中いずれの年度も計画値

を上回り、ともに平成 年度から 年度に大きく増加しています。一方、精神

障害のある人は平成 年度に大きく減少し、計画値の半数となっています。

② 施設入所支援

■施設入所支援の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害
のある人

人／月

知的障害
のある人

人／月

精神障害
のある人

人／月

合 計 人／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

身体障害のある人及び知的障害のある人の利用者数は、平成 年度、 年度

はほぼ計画値どおりとなっていますが、平成 年度は知的障害のある人が増加の

見込みとなっています。

精神障害のある人は、平成 年度の２人が、 年度には利用なしとなってい

ます。
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４ 計画相談支援・地域相談支援

① 計画相談支援

■計画相談支援の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害
のある人

人／月

知的障害
のある人

人／月

精神障害
のある人

人／月

障 害 の
ある児童

人／月

合 計 人／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

３障害ともに平成 年度、 年度と計画値を下回っているものの、利用者は

それぞれ増加しています。平成 年度は、精神障害のある人のみ増加の見込みで

す。

障害のある児童は、平成 年度、 年度の計画値２人に対して、実績値は１

人で、 年度は利用がない見込みです。

② 地域移行支援

■地域移行支援の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害
のある人

人／月

知的障害
のある人

人／月

精神障害
のある人

人／月

合 計 人／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

３障害ともに計画期間中の利用がなしとなっています。
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③ 地域定着支援

■地域定着支援の月平均計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害
のある人

人／月

知的障害
のある人

人／月

精神障害
のある人

人／月

合 計 人／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

３障害ともに計画期間中の利用がなしとなっています。
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３ 地域生活支援事業

１ 必須事業

① 理解促進研修・啓発事業

理解促進研修・啓発事業は、計画期間について実施となっています。

② 自発的活動支援事業

自発的活動支援事業は、計画期間について実施となっています。

③ 相談支援事業

■相談支援事業の実施状況

事業区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

相
談
支
援

障害者相談

支 援 事 業
箇所

基 幹 相 談

支援 センター

実施の

有無
有 無 無 無 無 無 有 無

基幹相談支援
セ ン タ ー 等
機能強化事業

実施の

有無
有 有 有 有 有 有 有 有

住宅入居等支援事業

（居住サポート事業）

実施の

有無
有 無 無 無 無 無 有 無

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

障害者相談支援事業については、平成 年度から相談支援事業所が３箇所とな

っています。

基幹相談支援センター等機能強化事業については、実施済みですが、基幹相談

支援センター及び住宅入居等支援事業については、平成 年度時点で未実施とな

っています。

④ 成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業

■成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業の実施状況

事業区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

成年後見制度
利用支援事業

人／年

成年後見制度法
人後見支援事業

実施の

有無
有 有 有 有 有 有 有 有

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値
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成年後見制度利用支援事業は、計画値１人に対し、利用実績はなしとなってい

ます。

成年後見制度法人後見支援事業は、実施済となっています。

⑤ 意思疎通支援事業

■意思疎通支援事業の実施状況

事業区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

手話通訳者
派 遣 事 業

人／年

要約筆記者
派 遣 事 業

人／年

手話通訳者
設 置 事 業

人／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

手話通訳者派遣事業は、平成 年度は 年度より減少し、計画値を下回りま

した。

要約筆記者派遣事業及び手話通訳者設置事業は、ほぼ計画値どおりとなってい

ます。

⑥ 日常生活用具給付等事業

■日常生活用具給付等事業の実施状況

用具等区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

介護訓練
支援用具

件／年

自立生活
支援用具

件／年

在宅療養等
支援用具

件／年

情報・意思疎通
支援用具

件／年

排泄管理
支援用具

件／年

居宅生活動作
補助用具

（住宅改修費）
件／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

介護訓練支援用具及び排泄管理支援用具は、平成 年度に比べて 年度は大

きく増加し、ともに計画値を上回りましたが、 年度は介護訓練支援用具につい

ては利用見込みがなく、排泄管理支援用具も減少見込みです。
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自立生活支援用具は、平成 年度、 年度ともにほぼ計画値どおりとなって

いますが、 年度は減少する見込みとなっています。

在宅療養等支援用具は、平成 年度に比べて 年度は大きく増加し、計画値

どおりとなりました。しかし、 年度は減少の見込みです。

情報・意思疎通支援用具は、平成 年度は 年度より減少し、 年度は横ば

いで、計画値を下回っています。しかし、 年度は計画値を上回る利用の見込み

となっています。

居宅生活動作補助用具（住宅改修費）は、平成 年度以降、利用なしとなって

います。

⑦ 手話奉仕員養成研修事業

■手話奉仕員養成研修事業の実施状況

事業名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

手話奉仕員
養成研修事業

人／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

修了者数は、平成 年度には 年度より増加し、計画値を上回りましたが、

年度は減少し、計画値をわずかながら下回りました。

⑧ 移動支援事業

■移動支援事業の年間計画値と実績値

障害区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

身体障害

のある人

人／年

時間／年

知的障害

のある人

人／年

時間／年

精神障害

のある人

人／年

時間／年

障 害 の
ある児童

人／年

時間／年

合 計
人／年

時間／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値
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身体障害のある人は、利用者数、利用時間ともに減少傾向にあり、特に 年度

は計画値の半数以下となる見込みです。

知的障害のある人の利用者数は、平成 年度、 年度ともに計画値を上回り、

特に平成 年度の利用時間は、利用者数が前年度より若干減少したにもかかわら

ず増加し、計画値を上回っています。また、 年度はさらに増加する見込みです。

精神障害のある人は、利用者数は平成 年度に前年度の２倍以上の増加があっ

たものの、 年度には減少していますが、計画値を上回っています。 年度も

さらに減少する見込みです。利用時間は平成 年度に大きく増加し、 年度も

わずかながら前年度より増加し、両年度ともに計画値を上回っています。しかし、

年度には前年度より減少し、計画値を下回る見込みです。

障害のある児童は、平成 年度の利用者数が 年度より減少したものの、

年度に増加しています。しかし、両年度ともに計画値を下回っています。また、

平成 年度は計画値の半数以下となる見込みです。利用時間は減少傾向にあり、

特に平成 年度は計画値の半数以下となる見込みです。要因としては、放課後等

デイサービスの利用により、保護者が帰宅するまでの時間帯の利用が減ったこと

によるものと考えられます。

⑨ 地域活動支援センター事業

■地域活動支援センター事業の年間計画値と実績値

区分 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

基礎的

事 業

実施
箇所数

箇所

利用者数 人／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

利用者数は、平成 年度は計画値どおり、 年度には計画値を上回りました

が、 年度は減少する見込みです。
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２ 任意事業

① 訪問入浴サービス事業

■訪問入浴サービスの年間利用者数の計画値と実績値

事業名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

訪問入浴
サ ー ビ ス

人／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

利用者数は、計画値通り１人で推移していましたが、平成 年度は２人となり、

年度には３人の見込みです。

② 日中一時支援事業

■日中一時支援事業の年間利用者数の計画値と実績値

事業名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

日中一時
支援事業

人／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

利用者数は、減少傾向にあり、平成 年度は計画値８人に対し、１人の見込み

となっています。

③ 更生訓練費給付事業

■更生訓練費給付事業の年間利用者数の計画値と実績値

事業名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

更生訓練費
給 付 事 業

人／年

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

平成 年度まで利用者が増加していましたが、 年度は減少に転じ、 年度は

横ばいで、 年度には計画値 人に対し、４人の見込みとなっています。
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４ 児童福祉法に基づくサービス

① 児童発達支援

■児童発達支援の月平均計画値と実績値

サービス名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

児童発達

支 援

人／月

人日／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

利用者数、利用日数ともに、平成 年度から 年度は増加傾向にあり、 年

度は計画値を上回りました。要因としては、対象児童数が増加していることと、

制度認知が進んだためと考えられます。しかし、平成 年度は利用者数が計画値

を上回ったものの、利用日数は平成 年度値よりも少ない見込みです。

② 医療型児童発達支援

■医療型児童発達支援の月平均計画値と実績値

サービス名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

児童発達

支 援

人／月

人日／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

第４期計画では、利用者数、利用日数を見込んでいませんでしたが、平成 年

度に１人、８人日の利用、 年度には１人、 人日の利用見込みとなっていま

す。

③ 放課後等デイサービス

■放課後等デイサービスの月平均計画値と実績値

サービス名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

放課後等

デイサービス

人／月

人日／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

利用者数の伸びが平成 年度の 人から、 年度が 人、 年度が 人、

年度は 人の見込みで、 年度からは計画値を上回っています。利用日数は、

平成 年度の 人日が、 年度には 人日と４倍以上になる見込みで、増加

が著しくなっています。要因としては、事業所の新設が進んだためと考えられます。
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④ 保育所等訪問支援

■保育所等訪問支援の月平均計画値と実績値

サービス名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

保育所等
訪問支援

回数／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

利用回数は増加傾向にあり、平成 年度は 回となる見込みですが、計画値

を下回っています。

⑤ 障害児相談支援

■障害児相談支援の月平均計画値と実績値

サービス名 単位
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 見込値

障 害 児
相談支援

人／月

注）平成 年度は、７月までの実績による見込値

利用者数は増加しているものの、計画値を下回って推移し、平成 年度は計画

値 人に対し 人の見込みとなっています。



第４章 計画の基本的な考え方
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１ 計画の基本理念

「障害福祉計画及び障害児福祉計画」は、障害福祉サービスや障害児支援、相談支

援、地域生活支援事業の提供体制の確保に関する、本市の計画的な基盤整備を進めて

いくためのものです。

基盤整備を進めていくにあたり、国や大阪府が示している障害福祉計画の策定に関

する基本指針を踏まえつつ、基本的には第４期計画の基本理念を踏襲します。

第４章 計画の基本的な考え方

１ 障害のある人の自己決定の尊重と意思決定の支援

共生社会実現のため、障害のある人等の自己決定を尊重し、その意思決定の支

援に配慮するとともに、自立と社会参加の実現を図ることを目的に、障害福祉サ

ービス等の提供体制の整備を進めます。

２ 障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

障害福祉サービスの対象となる障害のある人等の範囲を、身体障害、知的障害

及び精神障害のある人並びに難病患者等であって、 歳以上の人及び 歳未満

の児童とし、サービスの充実を図ります。

発達障害※のある人及び高次脳機能障害※のある人については、従来から精神障

害のある人に含まれるものとして、法に基づく給付の対象となっていることや、

難病患者等についても引き続き法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図

ります。

３ 施設入所・入院からの地域生活への移行、地域生活の継続の支援、

就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

施設入所や入院から地域生活への移行、地域生活の継続支援、就労支援等の課

題への対応や、障害のある人等の生活を地域全体で支えるため、地域の社会資源

を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を進めます。
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２ 平成 年度の成果目標の設定

１ 障害のある人に関する平成 年度の成果目標の設定

① 施設入所者の地域生活への移行

国の指針

○平成 年度末時点で、平成 年度末の施設入所者数の９％以上が

地域生活へ移行。

○平成 年度末時点の施設入所者数から２％以上削減。

○平成 年度末時点で、未達成と見込まれる人数を加味して設定。

大阪府の

指針

○国指針に沿って、平成 年度末時点の施設入所者数の９％以上が

地域生活へ移行。

○国指針に沿って、平成 年度末時点の施設入所者数から２％以上

削減。

○第４期計画で、未達成と見込まれる人数を加味して設定。

藤井寺市の

指針

○大阪府の指針に従い、平成 年度末における目標の設定を行いま

す。

■成果目標

項目 数値 備考

【基準】平成 年度末時点の施設

入所者数 （Ａ）
人

【目標】地域生活移行者数 （Ｂ）
人

平成 年度末までに地域生活に移

行する人の目標値

％ 移行割合（Ｂ／Ａ）

【目標】施設入所者の削減数 （Ｃ）
人

（Ａ）の時点から、平成 年度末時

点における施設入所者の削減目標値

％ 削減割合（Ｃ／Ａ）
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② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム※の構築

国の指針
○平成 年度末までにすべての市町村ごとに保健・医療・福祉関係

者による協議の場を設置することを原則として設定。

大阪府の

指針

○国指針に沿った目標設定とし、平成 年度末までにすべての市町

村ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを、

大阪府の目標として設定。

藤井寺市の

指針

○平成 年度末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を

設置します。協議の場としては、既存の会議の活用を検討し、新た

に医療関係機関を構成員に加えるなどの調整を図っていきます。

③ 地域生活支援拠点等の整備

国の指針
○平成 年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも１つを整

備する。

大阪府の

指針

○国指針に沿った目標設定とし、平成 年度末までに各市町村また

は各圏域に、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた

地域生活支援拠点等を少なくとも１つ整備することを、大阪府の目

標として設定。

藤井寺市の

指針

○「藤井寺市障害者支援会議」等において、必要な機能や支援体制を

検討した上で、地域生活支援拠点等を平成 年度末までに整備し

ます。
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④ 福祉施設から一般就労への移行等

国の指針

○福祉施設から一般就労への移行者数について、平成 年度実績の

倍以上とする。なお、平成 年度末までの目標が達成されな

いと見込まれる場合は、その割合を加えて、目標を設定する。

○就労移行支援事業の利用者数について、平成 年度末の利用者数

から２割以上増加する。なお、平成 年度末までの目標が達成さ

れないと見込まれる場合は、未達成割合を加えた割合以上を目標と

する。

○就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体

の５割以上とする。

○各年度における就労定着支援事業による支援を開始した時点から

１年後の職場定着率を ％以上とする。

大阪府の

指針

○国の指針及び大阪府の実績等を踏まえ、平成 年度中に福祉施設

を通じて一般就労に移行する者を、平成 年度の一般就労への移

行実績の 倍以上とし、府全体の目標値を府内の市町村ごとに案

分した数値を下限として設定する。

○国の指針に沿って、就労移行支援事業の利用者数について、平成

年度末の利用者数から２割以上増加する。

○国の指針に沿って、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割

以上の事業所を全体の５割以上とする。

○国基準に沿って、各年度における就労定着支援事業による支援を開

始した時点から１年後の職場定着率を ％以上とする。

藤井寺市の

指針

○大阪府の指針に従い、それぞれ平成 年度末における目標の設定

を行います。

■成果目標

項 目 数値 考 え 方

【基準】福祉施設から一般就労への

移行者数 （Ａ）
人

平成 年度において、福祉施設

から一般就労に移行した者の数

【基準】就労移行支援事業の利用者数

（Ｂ）
人

平成 年度末時点の就労移行

支援事業の利用者数

【基準】就労移行支援事業所数 （Ｃ） 事業所
平成 年度末時点の就労移行

支援事業所数

【目標】①目標年度（平成 年度）の

一般就労移行者数 （Ｄ）

人
平成 年度中に、福祉施設から

一般就労に移行する者の数

４倍 （Ｄ Ａ）
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項 目 数値 考 え 方

【目標】②目標年度（平成 年度）の

就労移行支援事業利用者数

（Ｅ）

人
平成 年度における就労移行

支援事業利用者数

倍 （Ｅ Ｂ）

【目標】③目標年度（平成 年度）の

就労移行率３割以上の事業所

（Ｆ）

５割以上
（Ｆ 平成 年度の就労移行支

援事業所数）

【目標】④就労定着支援事業による 年

後の職場定着率 （Ｇ）
割以上

⑤ 就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額（月額）

大阪府の

指針

○大阪府の工賃の目標額は、個々の就労継続支援Ｂ型事業所において

設定した目標工賃を踏まえ設定。各市町村においては、管内の就労

継続支援Ｂ型事業所において設定した目標工賃を踏まえ、目標額を

設定すること。

藤井寺市の

指針
○実績を踏まえ、設定を行います。

■成果目標

項 目 数値 考 え 方

【基準】平成 年度の工賃の平均額等

基準となる額
円

【目標】平成 年度の工賃の平均額 円 平成 年度の実績の約 ％増
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２ 障害児に関する平成 年度の成果目標の設定

① 児童発達支援センター※の設置、保育所等訪問支援の充実

国の指針

○平成 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なく

とも１箇所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での

設置が困難な場合、圏域での設置であっても差し支えない。

○平成 年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支

援を利用できる体制を構築することを基本とする。

大阪府の

指針

○国指針に沿った目標設定とし、平成 年度末までに児童発達支援

センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置する。また、設置

される児童発達支援センターにおいて保育所等訪問支援が実施さ

れるよう努められたい。

○国指針に沿った目標設定とし、平成 年度末までに各市町村にお

いて保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本と

する。

藤井寺市の

指針

○本市の状況として、羽曳野市、松原市とともに児童発達支援センタ

ーを圏域で設置し、保育所等訪問支援はすでに実施しています。今

後、この共同設置（圏域設置）を維持しつつ、事業者との連携のも

と、支援をより充実させるための検討を、他の２市と協議していき

ながら進めていきます。

② 重症心身障害児※のための児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス

事業所の整備等

国の指針

○平成 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくと

も１箇所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確

保が困難な場合、圏域での確保であっても差し支えない。

大阪府の

指針

○大阪府内の重症心身障がい児は約 人であることから、児童

発達支援及び放課後等デイサービス事業所の平均的な登録児童数

を除した箇所数を参考にして、平成 年度末までの大阪府の目標

を設定。この目標数を各市町村の対象児童数に応じて按分した数を

踏まえて、市町村ごとに目標を設定。

藤井寺市の

指針

○本市の現状として、重症心身障害児を主に支援する事業所は、児童

発達支援、放課後等デイサービスのいずれもない状況です。対象者

のニーズ及び他市の状況を調査しつつ、圏域での確保も視野に入れ

ながら、管内事業所とも協議を行い、検討を進めます。



－ －

③ 保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の

場

国の指針

○平成 年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るため

の協議の場を設けることを基本とする。

大阪府の

指針

○国指針に沿った目標設定とし、平成 年度末までに、これまで大

阪府と市町村で構築してきた重症心身障がい児者地域ケアシステ

ムを活用すること等により、対象を「医療的ケア児※」に拡充した

協議の場を市町村ごとに設置することを目標として設定。

藤井寺市の

指針

○現在、医療的ケア児への支援に関して協議できる場がありません。

今後、医療的ケア児だけに限らず、障害児全般に関して、福祉、子

育て、教育、医療など、各分野が抱える課題や問題点等を協議でき

る場の設置について、府より示される実態把握のための調査要項及

び協議の場の設置促進のための支援ツールを参考にしつつ検討を

進めます。





第５章 施策・事業の取り組み
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１ 障害福祉サービスの見込量

１ 訪問系サービスの見込量

■訪問系サービスの種類と内容

サービス名 内 容

居宅介護（ホームヘルプ） 入浴、排泄、食事の介護等居宅での生活全般にわたる支援。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により

行動上著しい困難を有する人に対する居宅での入浴、排泄、

食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護等総合的な介

護。

同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な人の外出時における移

動支援。

行動援護
行動上著しい困難がある人に対して、行動する際に生じる危

険を回避するために必要な援護や外出の際の移動支援。

重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介

護。

① 訪問系サービス全体の見込み

■訪問系サービス全体の月平均見込み

サービス

区分
単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

居宅介護
人／月

時間分／月

重度訪問

介護

人／月

時間分／月

同行援護
人／月

時間分／月

行動援護
人／月

時間分／月

重度障害者

等包括支援

人／月

時間分／月

訪問系

合 計

人／月

時間分／月

第５章 施策・事業の取り組み
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■居宅介護の月平均見込み

■同行援護の月平均見込み

【見込みの考え方】

① 居宅訪問介護

身体障害者は、減少、横ばい傾向にありますが、平成 年度を平成 年度と

同じ 人とし、その後は１人増と設定しています。利用時間は、平成 年度の

１人当たり平均利用時間の 時間を利用者数に乗じて算出しています。

知的障害者は、第４期で増減があるため、３年間の平均を平成 年度の見込値と

し、その後は１人増と設定しています。利用時間は、第４期で増減があることから、

３年間の１人当たり平均利用時間の 時間を利用者数に乗じて設定しています。

精神障害者は、平成 年度から 年度の増加傾向を維持するものとし、平成

年度より６人ずつ増と設定しています。利用時間は、第４期で増減があること

から、 年間の１人当たり平均利用時間の 時間を利用者数に乗じて設定して

います。

障害児は、減少、横ばい傾向にありますが、平成 年７月は５人となっている

ことから、平成 年度は５人とし、以後１人ずつ増と設定しています。利用時間

は、第４期で増減があることから、３年間の１人当たり平均利用時間の 時間

を利用者数に乗じて設定しています。

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

時間分／月

知的障害者
人／月

時間分／月

精神障害者
人／月

時間分／月

障害児
人／月

時間分／月

合 計
人／月

時間分／月

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

時間分／月

障害児
人／月

時間分／月

合 計
人／月

時間分／月
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② 重度訪問介護

身体障害者について、平成 年度の見込みは 人ですが、直近の７月は 人

になっているため、平成 年度を 人とし、 年度に１人増と設定しています。

利用時間は、第４期で最も多い平成 年度の１人当たり平均利用時間の 時

間を、利用者数に乗じて算出しています。

③ 同行援護

身体障害者について、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用時間

は、１人当たり平均利用時間が年々増加し、平成 年度の 時間が最も大き

いため、その値を利用者数に乗じて算出しています。

障害児は、平成 年度は 年度と同じ１人とし、 年度に１人増と設定して

います。利用時間は、平成 年度の１人の実績しかないため、その 時間を

利用者数に乗じて算出しています。

④ 行動援護

知的障害者について、３人の利用が続いていますが、平成 年度は３人とし、

年度は１人増と設定しています。利用時間は、１人当たり平均利用時間の増減

があるため、第４期の３年間の１人当たり平均利用時間の 時間を利用者数に

乗じて算出しています。

⑤ 重度障害者等包括支援

前期に引き続き、利用を見込んでいませんが、サービスを必要とする人のニー

ズの把握に努めるとともに、サービス提供体制について検討します。
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２ 日中活動系サービスの見込量

■日中活動系サービスの種類と内容

サービス名 内 容

生活介護
障害者支援施設等の施設で日中行われる入浴、排泄、食事の

介護や創作的活動、生活活動の機会提供。

自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能

力の向上のために必要な訓練の提供。

就労移行支援
就労を希望する人に対して、就労に必要な知識・能力の向上

を図るための訓練の提供。

就労継続支援

Ａ型＝雇用型

Ｂ型＝非雇用型

通常の事業所で雇用されることが困難な人に対して、就労機

会の提供、就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練

の提供。

就労定着支援（新設）
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族と

の連絡調整等支援。

療養介護

医療が必要な人に対して、病院等で日中に行われる機能訓

練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護や日常

生活上の援助。

短期入所
介護者の病気等によって短期間の入所が必要な方に対して、

施設で行う入浴、排泄、食事の介護。

① 生活介護

■生活介護の月平均見込み

【見込みの考え方】

身体障害者は、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、第

４期の１人当たりの平均利用日数が年々減少傾向にあるため、３年間の平均値で

ある 人日を利用者数に乗じて設定しています。

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

人日分／月

知的障害者
人／月

人日分／月

精神障害者
人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月
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知的障害者は、支援学校※卒業生等を含め、平成 年度より５人ずつ増と設定

しています。利用日数は、第４期の１人当たり平均利用日数が年々わずかながら

増加していることから、平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設定してい

ます。

精神障害者は、平成 年度に１人の利用があることから、平成 年度、 年

度を１人とし、平成 年度に１人増と設定しています。利用日数は、平成 年

度の実績である 人日を利用者数に乗じて設定しています。

② 自立訓練

■自立訓練の月平均見込み

【見込みの考え方】

身体障害者は、平成 年度が１人ないし利用のない月もあることから、平成

年度以降も１人と設定しています。利用日数は、第４期の１人当たりの平均利用

日数に増減があることから、３年間の平均値である 人日を利用者数に乗じて

設定しています。

知的障害者は、第４期と同様に１人と設定しています。利用日数は、第４期の

１人当たりの平均利用日数に増減があることから、３年間の平均値である 人

日を利用者数に乗じて設定しています。

精神障害者は、第４期と同様に設定していませんが、ニーズの把握に努め、サ

ービスの提供体制の整備について検討します。

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

人日分／月

知的障害者
人／月

人日分／月

精神障害者
人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月
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③ 就労移行支援

■就労移行支援の月平均見込み

【見込みの考え方】

身体障害者は、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、平

成 年度の実績がないため、平成 年度、 年度の１人当たり平均である

人日を利用者数に乗じて設定しています。

知的障害者も、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、１

人当たり平均利用日数が年々増加し、平成 年度が最も多いため、その値の

人日を利用者数に乗じて設定しています。

精神障害者も、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、１

人当たり平均利用日数が最も多い平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設

定しています。

④ 就労継続支援（Ａ型）

■就労継続支援（Ａ型）の月平均見込み

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

人日分／月

知的障害者
人／月

人日分／月

精神障害者
人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

人日分／月

知的障害者
人／月

人日分／月

精神障害者
人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月
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【見込みの考え方】

身体障害者は、平成 年度７月の利用が９人であり、平成 年度も同数とし、

以後１人ずつ増と設定しています。利用日数は、１人当たり平均利用日数が年々

増加し、平成 年度が最も多いため、その値の 人日を利用者数に乗じて設

定しています。

知的障害者は、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、１

人当たり平均利用日数の最も多い平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設

定しています。

精神障害者も、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、１

人当たり平均利用日数が最も多い平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設

定しています。

⑤ 就労継続支援（Ｂ型）

■就労継続支援（Ｂ型）の月平均見込み

【見込みの考え方】

身体障害者は、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、平

成 年度が大きく減少しているため、第４期の３年間の１人当たり平均利用日数

である 人日を利用者数に乗じて設定しています。

知的障害者は、平成 年度より３人ずつ増と設定しています。利用日数は、１

人当たり平均利用日数の最も多い平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設

定しています。

精神障害者も、平成 年度より３人ずつ増と設定しています。利用日数は、第

４期の３年間の１人当たり平均利用日数の 人日を利用者数に乗じて設定し

ています。

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

人日分／月

知的障害者
人／月

人日分／月

精神障害者
人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月
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⑥ 就労定着支援

■就労定着支援の年間見込み

【見込みの考え方】

平成 年度からの新設サービスです。成果目標では、一般就労の定着率 ％

を目指していることから、各年度の一般就労移行者数に ％を乗じて、事業は最

大３年間の利用となっていることから、毎年度積み上げて設定しています。

⑦ 療養介護

■療養介護の月平均見込み

【見込みの考え方】

平成 年度は６人になっていることから、そのまま横ばいで設定しています。

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者 人／年

知的障害者 人／年

精神障害者 人／年

合計 人／年

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

重度心身
障害児者

人／月
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⑧ 短期入所

■短期入所の月平均見込み

【見込みの考え方】

身体障害者は、平成 年度より１人ずつ増と設定しています。利用日数は、１

人当たり平均利用日数の最も多い平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設定

しています。

知的障害者は、平成 年度より２人ずつ増と設定しています。利用日数は、１

人当たり平均利用日数の最も多い平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設定

しています。

精神障害者は、平成 年度、 年度は平成 年度より１人ずつ増とし、平成

年度は平成 年度と同値と設定しています。利用日数は、１人当たり利用日

数が減少傾向にあるため、第４期の３年間の１人当たり平均利用日数の 人日を

利用者数に乗じて設定しています。

障害児は、平成 年度は平成 年度と同値とし、平成 年度に１人増と設定

しています。利用日数は、１人当たり平均利用日数が減少傾向にあるため、第４

期の３年間の平均である 人日を利用者数に乗じて設定しています。

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／月

人日分／月

知的障害者
人／月

人日分／月

精神障害者
人／月

人日分／月

障害児
人／月

人日分／月

合 計
人／月

人日分／月
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３ 居住系サービスの見込量

■居住系サービスの種類と内容

サービス名 内 容

共同生活援助
グループホームで夜間に行われる相談や入浴、排泄、食事の

介護や日常生活上の援助。

施設入所支援
施設に入所している人に対して、夜間に行われる入浴、排泄、

食事の介護。

自立生活援助（新設）

障害者支援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの

移行を希望する知的障害のある人や精神障害のある人等に

ついて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一

定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、

障害のある人の理解力や生活力等を補う観点から、適時のタ

イミングで適切な支援を実施。

① 共同生活援助

■共同生活援助の月平均見込み

【見込みの考え方】

成果目標の地域移行者数を踏まえるとともに、利用ニーズも多いことを踏まえ

て設定しています。

身体障害者は、平成 年度の利用見込みが６人であることから、平成 年度

に１人増とし、平成 年度にも１人増と設定しています。

知的障害者は、平成 年度の利用見込みが 人であることから、平成 年度

以降３人増と設定しています。

精神障害者は、平成 年度の利用見込みが６人であることから、平成 年度

以降１人増と設定しています。

対象 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者 人／月

知的障害者 人／月

精神障害者 人／月

合 計 人／月
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② 施設入所支援

■施設入所支援の月平均見込み

【見込みの考え方】

成果目標の施設入所者数の削減数は１人としていますが、平成 年度の見込み

が 人で、平成 年度から１人減少しています。したがって、 人を維持して

いくことを基本に、利用希望者のニーズを踏まえ、入所、退所を支援します。

③ 自立生活援助

■自立生活援助の月平均見込み

【見込みの考え方】

平成 年度からの新設サービスです。成果目標で平成 年度末までの地域生

活移行者を 人と設定していますが、すべて単身生活への移行として、自立生活援

助の利用者と見込んでいます。

対象 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者 人／月

知的障害者 人／月

精神障害者 人／月

合 計 人／月

対象 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者 人／月

知的障害者 人／月

精神障害者 人／月

合 計 人／月



－ －

４ 相談支援サービスの見込量

■相談支援サービスの種類と内容

サービス名 内 容

計画相談支援

障害のある人の課題の解決や適切なサービス利用のための、

サービス等利用計画の作成。また、一定期間ごとに計画内容

の見直しも実施。

地域移行支援

障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害のあ

る人に、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外

出時の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を実施。

地域定着支援

地域生活へ移行した後の地域への定着、現に地域で生活して

いる障害のある人がそのまま住み慣れた地域で生活できる

ように、連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を実施。

① 計画相談支援

■計画相談支援の月平均見込み

【見込みの考え方】

身体障害者及び知的障害者は、どちらも平成 年度から 年度に減少していま

すが、平成 年度以降は平成 年度より２人増と設定しています。

精神障害者は、利用が増加していることから、平成 年度より４人ずつ増と設

定しています。

障害児については、平成 年度は利用がないことから、平成 年に１人、以

降１人ずつ増と設定しています。

対象 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者 人／月

知的障害者 人／月

精神障害者 人／月

障害児 人／月

合 計 人／月



－ －

② 地域移行支援

■地域移行支援の月平均見込み

【見込みの考え方】

三障害ともに第４期の実績がありませんが、成果目標における福祉施設や精神

科病院からの地域生活への移行を考慮し、知的障害者及び精神障害者について、

計画期間の各年度２人と設定しています。

③ 地域定着支援

■地域定着支援の月平均見込み

【見込みの考え方】

成果目標における福祉施設や精神科病院からの地域生活への移行を考慮し、地

域移行支援と同様に、知的障害者及び精神障害者について、計画期間の各年度２

人と設定しています。

対象 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者 人／月

知的障害者 人／月

精神障害者 人／月

合 計 人／月

対象 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者 人／月

知的障害者 人／月

精神障害者 人／月

合 計 人／月
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２ 地域生活支援事業の見込量

１ 必須事業

■地域生活支援事業必須事業の種類と内容

事業名 内 容

理解促進研修・啓発事業

平成 年度から開始された事業で、地域の住民に対して、

障害のある人に対する理解を深めるための啓発活動等を

実施。

自発的活動支援事業
平成 年度から開始された事業で、障害のある人やその家

族、地域住民等が地域において自発的に行う活動を支援。

障害者相談支援事業

相談、福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）、社

会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助

言・指導等）、社会生活力を高めるための支援、権利擁護

のために必要な援助、専門機関の紹介、地域自立支援協議

会
※
の運営等を実施。

基幹相談支援センター

総合的な相談や成年後見制度利用支援事業等を実施し、身

近な地域の相談支援事業者では対応できない個別事例へ

の対応や、地域の相談支援の中核的な役割を担います。

基幹相談支援センター等

機能強化事業

基幹相談支援センター等への専門職員の配置や、相談支援

事業者への専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育

成の支援、地域移行に向けた取り組み等を実施。

住宅入居等支援事業

一般の賃貸住宅への入居に支援が必要な障害のある人等

に、入居契約の手続きの支援や生活上の課題に対して関係

機関から必要な支援を受けられるよう調整を実施。

成年後見制度利用支援事業

障害福祉サービスを利用しようとする障害のある人に、成

年後見制度の利用について必要となる経費のすべてまた

は一部について行う補助。

成年後見制度法人後見支援

事業

平成 年度から開始された事業で、成年後見制度における

法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修

や、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による

支援体制の構築等を実施。

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

聴覚や音声・言語機能に障害のある人、または聴覚や音

声・言語機能に障害のある人とコミュニケーションをとる

必要のある人に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣。

手話通訳者設置事業

聴覚や音声・言語機能に障害のある人とのコミュニケーシ

ョンを支援するため、手話通訳技能を有する者を市役所等

に設置。

手話奉仕員養成研修事業

聴覚に障害のある人との交流活動の促進のため、市の広報

活動等の支援者として期待される手話奉仕員（日常会話程

度の手話表現技術を取得した者）の養成研修を実施。
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事業名 内 容

日常生活用具給付等事業
障害のある人に、日常生活上の便宜を図るための用具を給

付または貸与。

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、訓練用いす、訓練用ベッド等。

自立生活支援用具 入浴補助用具、特殊便器、聴覚障害者用屋内信号装置等。

在宅療養等支援用具 透析液加湿器、電気式たん吸引器、盲人用体温計等。

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、聴覚障害者用情報受信装置等。

排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ等、収尿器。

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）

障害のある人の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模

な住宅改修を伴うもの。

移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある人に、外出のための支援

を実施。

地域活動支援センター事業
障害のある人に、創作的活動または生産活動の機会の提

供、社会との交流の促進等を実施。

① 理解促進研修・啓発事業

■理解促進研修・啓発事業の見込み

【見込みの考え方】

すでに実施済みであるため、引き続き事業の継続及び充実を図ります。

② 自発的活動支援事業

■理解促進研修・啓発事業の見込み

【見込みの考え方】

すでに実施済みであるため、引き続き事業の継続及び充実を図ります。

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

理解促進研修・

啓発事業
実施の有無 有 有 有

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

自発的活動

支援事業
実施の有無 有 有 有
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③ 障害者相談支援事業

■相談支援事業の見込み

サービス区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

障害者相談支援事業 箇所

基幹相談支援センター
実施の

有無
無 無 有

基幹相談支援センター等

機能強化事業

実施の

有無
有 有 有

住宅入居等支援事業
実施の

有無
無 無 有

【見込みの考え方】

基幹相談支援センター、住宅入居等支援事業については、今まで未実施であっ

た要因や、必要な機能等について、委託相談支援事業所をはじめ、市内相談支援

事業所と協議し、平成 年度中の実施に努めます。

④ 成年後見制度利用支援事業

■成年後見制度利用支援事業の見込み

【見込みの考え方】

今後の施策展開等により、毎年利用者がいるものとして見込んでいます。

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業

■成年後見制度法人後見支援事業の見込み

【見込みの考え方】

すでに実施済みであるため、引き続き事業の継続及び充実を図ります。

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

成年後見制度

利用支援事業
人／年

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

成年後見制度法

人後見支援事業
実施の有無 有 有 有
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⑥ 意思疎通支援事業

■意思疎通支援事業の見込み

【見込みの考え方】

３事業ともに第４期の実績を踏まえて設定しています。

⑦ 日常生活用具給付等事業

■日常生活用具給付等事業の見込み

【見込みの考え方】

介護・訓練支援用具については、平成 年度の実績がないことから、 年度、

年度の平均を 年度以降に設定しています。

自立生活支援用具については、平成 年度の実績見込みが少ないことから、

年度、 年度のおおむね平均を平成 年度以降に設定しています。

在宅療養等支援用具についても、第４期の３年間の平均から平成 年度以降を

設定しています。

情報・意思疎通支援用具については、平成 年度に増加が見込まれますが、第

４期のそれまでの実績を踏まえ、３年間の平均に増加を加味して設定しています。

事業区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

手話通訳者

派遣事業

件／年

時間／年

要約筆記者

派遣事業

件／年

時間／年

手話通訳者

設置事業
人／年

用具等区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

介護・訓練支援用具 件／年

自立生活支援用具 件／年

在宅療養等支援用具 件／年

情報・意思疎通

支援用具
件／年

排泄管理支援用具 件／年

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
件／年
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排泄管理支援用具については、平成 年度が前年度より大きく減少しているこ

とから、第４期の３年間の平均を踏まえ、設定しています。

居宅生活動作補助用具については、平成 年度以降利用がありませんが、第４

期と同様に１人と設定し、事業の周知を図り利用を促進します。

⑧ 手話奉仕員養成研修事業

■手話奉仕員養成研修事業の見込み

【見込みの考え方】

第４期計画期間では年々減少していたため、３年間の平均を踏まえて設定して

います。

⑨ 移動支援事業

■移動支援事業の年間見込み

【見込みの考え方】

身体障害者は、年々減少していますが、第４期の３年間の平均を平成 年度に

設定し、以後５人ずつ増と設定しています。利用時間は、１人当たり平均利用時間

の最も多い平成 年度の 時間を利用者数に乗じて設定しています。

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

手話奉仕員

養成研修事業
人／年

障害区分 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

身体障害者
人／年

時間分／年

知的障害者
人／年

時間分／年

精神障害者
人／年

時間分／年

障害児
人／年

時間分／年

合 計
人／年

時間分／年
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知的障害者は、平成 年度に一旦減少しましたが、 年度には増加したこと

から、平成 年度以降、平成 年度より２人ずつ増と設定しています。利用時

間は、１人当たり平均利用時間の最も多い平成 年度の 時間を利用者数に

乗じて設定しています。

精神障害者は、年々減少していますが、第４期の３年間の平均を平成 年度に

設定し、以後２人ずつ増と設定しています。利用時間は、１人当たり平均利用時

間の最も多い平成 年度の 時間を利用者数に乗じて設定しています。

障害児は、平成 年度の減少が大きいものの、第４期の３年間の平均を平成

年度に設定し、以後１人ずつ増と設定しています。利用時間は、第４期の３年間

の平均より平成 年度が 時間で最も多いため、この値を利用者数に乗じて

設定しています。

⑩ 地域活動支援センター事業

■地域活動支援センター事業の年間見込み

【見込みの考え方】

利用者数は、第４期の３年間は増減があるため、３年間の平均を平成 年度にし、

以降、２人ずつ増と設定しています。

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

基礎的事業
箇所

人／年
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２ 任意事業

■地域生活支援事業任意事業の種類と内容

事業名 内 容

訪問入浴サービス事業

身体障害のある人の身体の清潔の保持や心身機能の維持

を図るため、訪問により居宅において入浴サービスを提

供。

日中一時支援事業
日常生活を支援するため、障害のある人の日中における活

動の場を一時的に確保。

更生訓練費給付事業
就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している人

の社会復帰の促進を図るため、更生訓練費等を支給。

① 訪問入浴サービス事業

■訪問入浴サービス事業の年間見込み

【見込みの考え方】

利用者数は、平成 年度が３人の見込みから、そのまま横ばいで設定しています。

② 日中一時支援事業

■日中一時支援事業の年間見込み

【見込みの考え方】

利用者数は、平成 年度が１人の見込みですが、前年度に２人の利用があったこ

とから平成 年度以降、２人と設定しています。

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

訪 問 入 浴

サービス事業
人／年

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

日中一時

支援事業
人／年
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③ 更生訓練費給付事業

■更生訓練費給付事業の年間見込み

【見込みの考え方】

給付対象者数は、平成 年度が４人と前年度の９人より減少していますが、第４

期の３年間の平均の７人を平成 年度以降設定しています。

事業名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

更生訓練費

給付事業
人／年
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３ 障害児支援の見込量

■障害児支援事業の種類と内容

事業名 内 容

児童発達支援

身体障害児、知的障害児または精神障害児を対象に、日常

生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団

生活の適応訓練等を実施。

医療型児童発達支援
身体障害児、知的障害児または精神障害児を対象に、児童

発達支援に加え、治療を実施。

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により、外出が著しく困難な障害児に対し、

居宅を訪問して発達支援を提供。

放課後等デイサービス

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休

暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に実

施し、障害児の放課後等の居場所を提供。

保育所等訪問支援

保育所等を現在利用中の障害児、または今後利用する予定

の障害児が、保育所等における集団生活の適応のための専

門的な支援を必要とする場合、その本人及び当該施設のス

タッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法

の指導等の支援を実施。

障害児相談支援

障害児通所支援を利用するすべての障害児を対象に、支給

決定または支給決定の変更前に、障害児支援利用計画を作

成。

① 児童発達支援

■児童発達支援の月当たり見込み

【見込みの考え方】

利用者数は、平成 年度が 人で、前年度より減少していますが、 年度以降、

１人ずつ増と設定しています。利用日数は、１人当たり平均利用日数の最も多い平

成 年度の 人日を利用者数に乗じて設定しています。

サービス名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

児童発達支援
人／月

人日分／月
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② 医療型児童発達支援

■医療型児童発達支援の月当たり見込み

【見込みの考え方】

利用者数は、平成 年度、 年度に１人となっていることから、平成 年度以

降も１人と設定しています。利用日数は、１人当たり平均利用日数が最も多い平成

年度の 人日を利用者数に乗じて設定しています。

③ 居宅訪問型児童発達支援

■居宅訪問型児童発達支援の月当たり見込み

【見込みの考え方】

平成 年度からの新設サービスです。利用回数は、平成 年度に月１回と設定

します。

④ 放課後等デイサービス

■放課後等デイサービスの月当たり見込み

【見込みの考え方】

利用者数は、平成 、 年度と利用者が増加しています。平成 年度は 年度

より 人増と設定し、以後、 人増と設定しています。利用日数は、１人当たり平

均利用日数の最も多い平成 年度の 人日を利用者数に乗じて設定しています。

サービス名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

医療型

児童発達支援

人／月

人日分／月

サービス名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

居宅訪問型

児童発達支援
回／月

サービス名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

放課後等デイ

サービス

人／月

人日分／月
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⑤ 保育所等訪問支援

■保育所等訪問支援の月当たりの見込み

【見込みの考え方】

利用回数は、平成 年度に前年度の７回から 回に増加したため、今後も増加

するものとして２人ずつ増と設定しています。

⑥ 障害児相談支援

■障害児相談支援の月当たりの見込み

【見込みの考え方】

利用者数は、第４期は増加傾向にあったことから、平成 年度の 人が 年

度には 人に増加すると設定し、以降も２人ないし３人ずつ増と設定しています。

⑦ 医療的ケア児※に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配

置人数

【見込みの考え方】

大阪府の考え方に基づき、医療的ケア児のための関係機関の協議の場に、平成

年度末までに関連分野の支援を調整するコーディネーターを少なくとも 名配

置するよう調整します。

サービス名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

保育所等

訪問支援
回／月

サービス名 単位 平成 年度 平成 年度 平成 年度

障害児相談支援 人／月
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４ サービス等の確保策

① 訪問系サービスの確保策

サービス提供事業所調査から、不足するサービスとして、訪問系サービスでは

「居宅介護」や「重度訪問介護」「同行援護」があげられていました。訪問系サー

ビスの利用実績からは「重度訪問介護」が利用者数は少ないものの、増加傾向が

見られることから、サービス提供体制の充実に努めていきます。

また、三障害をはじめ発達障害※、難病、高次脳機能障害※、医療的ケア※が必

要な人など、本人の状態や家族の状況などを踏まえたきめ細かな対応も求められ

ていることから、障害特性等の理解をはじめ、コミュニケーションを苦手とする

サービス利用者への対応など、知識や技術の向上を図るため、府主催の研修の周

知等を進めます。

② 日中活動系サービスの確保策

日中活動系サービスは、自立した生活や一般就労のための訓練、介助のほか、

日中の居場所づくり、在宅での介護者のレスパイト※などに対応するなど、障害の

ある人及びその家族にとっても重要な生活拠点であることから、「藤井寺市障害

者支援会議」等におけるサービスの利用状況や事業所の動向、福祉施設や精神科

病院からの地域生活への移行者等の状況等を調査し、利用ニーズ等を踏まえなが

ら、サービス量の確保に努めます。

③ 居住系サービスの確保策

福祉施設や精神科病院からの地域生活への移行を進める上でも、共同生活援助

は重要な生活拠点になります。利用者のニーズの把握に努め、府や近隣の市町村

と連携し、場所の確保に努めます。

施設入所支援については、退所が可能な施設入所者のニーズを踏まえながら、

国や大阪府の指針に沿って施設入所者の削減を進めるとともに、一方で、施設入

所の必要な人が入所できるよう、適切なサービス量の確保に努めます。

④ 相談支援の確保

相談支援は、一人ひとりの状況やニーズにきめ細かに対応するためにも、重要

な役割を果たすことから、相談支援専門員の育成をはじめ、「藤井寺市障害者支援

会議」と連携し、質・量ともに充実したサービスの提供に努めます。
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⑤ 地域生活支援事業の確保策

地域生活支援事業のうち、必須事業に定められている の事業について、完全

実施を目指して取り組むととともに、障害のある人が自立した日常生活や社会生

活を営めるよう、サービス利用の促進を図るとともに、多様な事業者の参入を図

ります。

また、任意事業については、事業内容の周知を進め、支援を必要とする人に適

切なサービスの提供に努めます。

⑥ 障害児支援事業の確保策

発達障害※など療育を必要とする子どもの増加や、子どもの発達や子育てに不安

を抱える保護者のニーズに対応して、また、切れ目のない支援を提供できるよう、

関係各課をはじめ保健、医療、福祉、教育、就労などの多様な分野の専門家によ

る会議など、包括的なケアシステムの構築を進めます。

さらに、平成 年度から新設される居宅訪問型児童発達支援をはじめ、保育所

等訪問支援、重症心身障害※支援のための児童発達支援事業所や放課後等デイサー

ビス事業所の確保に努めます。
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５ 権利擁護の推進

平成 年４月から障害者差別解消法が施行されました。障害のある人が差別や虐待

から守られ、地域で自立した生活があたりまえに送れるような社会づくりを目指すこ

とが重要です。

障害福祉サービス等の関係では、障害の種別や程度にかかわらず、必要なサービス

が適切に受けられるようにすることや、利用支援のための情報提供にはじまり、わか

りやすい説明であることも必要です。

また、成年後見制度についても利用しやすいものにしていく必要があります。

さらに、障害のある人の尊厳を守るために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」が平成 年６月 日に制定され、平成

年 月１日から施行されています。この法律は、国や地方公共団体のみならず、障害者福

祉施設従事者等に障害のある人の虐待の防止等のための責務を課しています。

今後、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所等においても、障害

のある人の人権の擁護、虐待の防止に関する取り組みを進めることが必要です。
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１ 計画の推進体制

① 共生社会の実現に向けた地域との連携

国においては、今後の福祉改革を貫く基本コンセプトとして、「我が事、丸ごと

の地域共生社会の実現」が提示されています。地域住民をはじめ地域の多様な主

体が地域の様々な課題の解決に「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えて「丸ごと」つながることにより、住民一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていく社会を目指していくことが求められています。

障害のある人の地域生活支援拠点づくりは、まさにこの一環として目指す必要が

あり、地域共生社会の理念や目指すところについて、普及啓発するとともに、地

域住民をはじめ、サービス提供事業所、地域団体、企業等が一体となって藤井寺

市らしい地域生活支援拠点を目指します。

② 府・近隣自治体との連携

計画の推進にあたっては、サービスの調整をはじめサービス提供基盤整備、人

材の養成・確保、就労支援等、広域的な調整・対応が必要です。

そのため、羽曳野市、松原市、柏原市等との連携を進めるとともに、障害福祉

サービスにかかわる人材の養成や就労機会の拡充、精神科病院退院者の支援、難

病患者への支援など、広域的な課題にも適切に対応できるよう、大阪府との連携

強化を図ります。

③ 庁内連携の推進

本計画は、障害のある人の施設から地域生活への移行支援、就労支援等、福祉

分野をはじめ、保健、医療、人権、雇用、教育、住宅、交通など多様な分野との

連携の下、総合的に取り組むことが必要です。

また、本計画は第１期障害児福祉計画を含むものであることから、障害児支援

の円滑な実施に向けても、庁内連携がより求められています。

そのため、本計画の推進にあたっては、庁内関係各課と連携し、全庁が一体と

なって各種施策・事業を推進します。
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２ 計画の点検・評価

障害福祉計画では、成果目標と活動指標について、数値目標を定めています。この進捗

状況については、毎年度、大阪府への取組状況の報告を行うことで、達成状況がわかりま

す。その報告結果について、関係団体や関係機関、サービス提供事業者等を構成員とする

「藤井寺市障害者支援会議」及びその専門部会等に報告するとともに、改善する点や新た

な課題などを把握し、次の展開に繋げていくという、ＰＤＣＡサイクルにより、本計画を

推進していきます。
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１ 藤井寺市子ども・子育て支援事業計画との連携

障害児福祉計画の策定にあたり、「障害児福祉計画に係る障害児の子ども・子育て支援等

の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備について」（平成 年 月 日雇児総発

第 号、障障発 第 号、府子本 ）では、「障害児福祉計画は、子ども・子

育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業計画と調和が保たれたものにする

必要があるとともに、障害児支援の体制整備にあたっては、子ども・子育て支援法（平成

年法律第 号）等に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図る必要がある。」とのこ

とから、本計画においても、藤井寺市子ども・子育て支援事業計画との連携を図ります。

なお、以下に掲載しております内容につきましては、藤井寺市子ども・子育て支援事業

計画（中間年の見直し後）からの抜粋であり、量の見込みにつきましては、障害児も含め

た子ども全体の数値となっています。

１ 教育・保育の量の見込み

① 教育・保育

■事業内容等

１号及び２号のうち学校教育の希望については、幼稚園（認定こども園含む）にて、

幼児の健やかな成長のために適当な教育環境を与えて、その心身の発達を助長します。

２号のうち学校教育の希望以外の方及び３号については、保育所（認定こども園含

む）にて、子どもを保育します。

■量の見込み

１号 ２号 ３号

３歳以上
学校教育

の希望
左記以外 ０歳 １－２歳

平成 年度（人）

平成 年度（人）

資料編
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２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

① 時間外保育事業

■事業内容等

保護者の就労時間の多様化に伴い、通常の保育時間を延長し、保育を実施していま

す。

■量の見込み

平成 年度 平成 年度

量の見込み（人）

② 放課後児童健全育成事業

■事業内容等

放課後に保護者が不在となる家庭の小学校就学児童を対象に、放課後児童クラブを

開設しています。放課後児童クラブでは、保護者と指導員が協力しながら、児童が集

団生活の場で自主的で計画的、安全に過ごすことができる生活習慣を身につけること

を目指します。

■量の見込み

平成 年度 平成 年度

量の見込み（人）

１年生～３年生（人）

４年生～６年生（人）

③ 乳児家庭全戸訪問事業

■事業内容等

生後４か月頃までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提

供や養育環境等の把握を行う事業です。

■量の見込み

平成 年度 平成 年度

量の見込み（人）
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④ 養育支援訪問事業、子どもを見守る地域ネットワーク機能強化事業

■事業内容等

養育支援訪問事業とは、養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家

事等の養育能力を向上させるための支援を行う事業です。

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業とは、要保護児童等対策地域協議会（子

どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク

構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取り組み

を実施する事業です。

■量の見込み

平成 年度 平成 年度

量の見込み（人）

⑤ 地域子育て支援拠点事業

■事業内容等

育児不安等についての相談指導、子育てサークル等の育成支援、親子の交流の場や

情報提供等、地域における総合的な子育て支援事業を実施します。

■量の見込み

平成 年度 平成 年度

量の見込み（人日）

⑥－１ 一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり

（預かり保育））

■事業内容等

幼稚園等で通常の就園時間に加え、延長して預かるサービスです。在園児が対象です。

■量の見込み

平成 年度 平成 年度

量の見込み（人日）

①１号認定による利用（人日）

②２号認定による利用（人日）
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⑥－２ 一時預かり事業（在園児対象型を除く）

■事業内容等

保護者等の病気や家族の看護、葬祭等で家庭での保育が困難な場合等に、保育所で

一時的に就学前児童を預かります。

■量の見込み

平成 年度 平成 年度

量の見込み（人日）
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２ 計画策定の経過

■計画の策定経過

年月日 項目 内容

平成２９年

５月２２日

第１回 藤井寺市保健福祉計

画推進協議会障害者部会

○障害福祉計画等策定に向けて

○アンケート調査内容について

６月２３日～

７月３１日

障害のある人へのアンケート

調査

○藤井寺市にお住まいの 歳未満及び

歳以上の障害のある人それぞれを対象に、

生活状況やニーズ等を把握するためアン

ケート調査を実施

７月～８月 事業所調査

○障害福祉サービス提供状況や運営上の課

題、新規サービスへの参入意向等を把握す

るため、サービス提供事業所に対するアン

ケート調査を実施

８月 支援学校調査

○障害児の通学状況や進路状況などを把握

するため、本市の通学区域となっている支

援学校２校に対してアンケート調査を実

施

８月２８日
第２回 藤井寺市保健福祉計

画推進協議会障害者部会

○第４期障害福祉計画の実績について

○アンケート調査結果について

○第５期障害福祉計画及び第１期障害児福

祉計画の骨子案について

○事業所向けワークショップについて

１１月７日 事業所向けワークショップ

○市内障害福祉サービス事業所のかたを対

象に、地域生活支援拠点をテーマとしたワ

ークショップを開催

１１月２７日
第３回 藤井寺市保健福祉計

画推進協議会障害者部会

○アンケート調査結果について

○事業所向け調査の結果について

○事業所向けワークショップについて

○藤井寺市第５期障害福祉計画及び第１期

障害児福祉計画の素案について

○パブリックコメントについて

平成３０年

１月２５日
事業所向けワークショップ

○市内障害福祉サービス事業所のかたを対

象に、緊急時の対応をテーマとしたワーク

ショップを開催

１月９日～

２月２日
パブリックコメントの実施

○計画素案について、広く市民から意見を募

集するため、ホームページに掲載するとと

もに、主要施設に設置

２月２０日
第４回 藤井寺市保健福祉計

画推進協議会障害者部会

○パブリックコメントの結果について

○藤井寺市第５期障害福祉計画及び第１期

障害児福祉計画（案）について
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○藤井寺市保健福祉計画推進協議会規則

平成 年３月 日規則第 号

改正 平成 年 月 日規則第 号

（趣旨）

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和 年藤井寺市条例第 号。

以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、藤井寺市保健福祉計画推進協議会（以下「協

議会」という。）の組織、運営その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

１ 保健福祉施策推進のための意見集約

２ 保健福祉施策に関する調査研究

３ 保健福祉施策の実施に当たっての助言

４ 保健福祉計画策定に当たっての市長からの諮問の審議及び報告

５ その他保健福祉施策の推進に関し必要な事項

（組織）

第３条 協議会は、委員 人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

１ 保健福祉関係団体の代表者

２ 学識経験のある者

３ 保健福祉関係機関に属する者

４ 公募による市民

（任期）

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

３ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

（専門部会）

第７条 会長が必要と認めるときは、協議会に専門的事項を分掌させるため、専門部会（以

下「部会」という。）を置くことができる。
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２ 部会は、施策の検討、供給サービス、事例研究等事務及び各種行政計画の審議を分掌す

る。

３ 部会は、会長が指名する委員で組織する。

４ 部会には部会長を置き、正副会長が分担し部会を総理する。

５ その他部会の会議に関する事項は、前条の規定を準用する。

（幹事）

第８条 協議会に、幹事若干人を置く。

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

３ 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

（関係者の出席）

第９条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係のある者の出席を求め、

その説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第 条 協議会の庶務は、福祉部福祉総務課において行う。

２ 部会の庶務は、部会を主宰する担当課において行う。

（委任）

第 条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に委員である者は、この規則の規定により委嘱されたものとみな

す。

附 則（平成 年 月 日規則第 号）

この規則は、公布の日から施行する。
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■藤井寺市保健福祉計画推進協議会障害者部会委員名簿

平成 年７月１日現在

所 属 氏 名

桃山学院大学 社会学部 ◎安 原 佳 子

大阪府藤井寺保健所 高 林 弘 の

藤井寺市社会福祉協議会 小 谷 充 郎

藤井寺市身体障害者福祉協議会 平 田 侑 子

藤井寺市心身障害児（者）父母の会 杉 江 徳 久

精神障害者まつしの家族会 保 田 一 惠

特定非営利活動法人 藤 永 山 春 樹

’ てらす 額 田 庫三子

藤井寺市立第２保育所 八 幡 智 子

◎：部会長
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３ 用語の説明

■アセスメント（３５ページ）

障害のある人やその家族の話を聞きながら、希望する生活を実現するために本当に

必要なものは何なのかを明らかにしていく過程をいい、サービス提供等援助活動を行

う前に行われる評価、あるいは課題分析のことです。

■医療的ケア（３・６・１８・１９・２５・７９ページ）

医師の指導のもとに、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養、た

んの吸引等の医療行為のことです。

■医療的ケア児（２０・５４・７８ページ）

人工呼吸器やたんの吸引、胃ろうによる栄養の注入などの生活支援が日常的に必要

な子どものことをいいます。

■胃ろう・腸ろう（１８ページ）

経管栄養には、手術で胃や腸などの消化管に穴を開け、チューブやカテーテルを使

って栄養を直接送る方法があり、胃に穴を開ける方法のことを「胃ろう」、腸に穴を開

ける方法のことを「腸ろう」といいます。

■カテーテル留置（１８ページ）

カテーテルは、体腔または器官の内容液を排出したり、薬剤を導入するために用い

られる中空の柔らかい管のことで、長時間の留置を目的としている場合、カテーテル

留置の処置を行います。

■高次脳機能障害（５・１８・１９・４８・７９ページ）

頭部外傷や脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、記憶障害や注意障害、遂

行機能障害、社会的行動障害等の認知障害が生じ、これに起因して日常生活・社会生

活への適応が困難になる障害のことです。

■合理的配慮（２ページ）

障害のある人一人ひとりの状況に応じた支援等について、お金や労力等の負担がか

かりすぎない範囲で行う配慮のことです。
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■支援学校（６・１７・２５・５９ページ）

障害の程度が比較的重い子どもを対象として専門性の高い教育を行う学校のことで、

学校教育法第８章「特別支援教育」の第 条には「特別支援学校は、視覚障害者、聴

覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者（身体虚弱者を含む。）に対して、

幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学

習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目

的とする。」と定められています。

■児童発達支援センター（２４・５３ページ）

地域の障害児が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や

技能の付与または集団生活への適応のための訓練を受ける施設です。福祉サービスを

行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

■重症心身障害（児）（２５・５３・８０ページ）

重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害といい、その

状態にある子どもを重症心身障害児といいます。これは医学的診断名ではなく児童福

祉での行政上の措置を行うための定義（呼び方）です。

■職業訓練（２２ページ）

障害のある人を対象とする職業訓練は、大阪障害者職業能力開発校、高等職業技術

専門校等で行うほか、求職者対象に民間教育訓練機関等に委託して行う訓練、在職者

対象の訓練など様々あります。

■職業リハビリテーション（４ページ）

障害のある人が自立した職業生活を送ることができるように、職業指導・職業訓練・

職業紹介などの支援を行うことをいいます。障害者雇用促進法に基づいて、ハローワ

ーク（公共職業安定所）、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター・障害

者職業能力開発校などが、医療・保健福祉等の関係機関と連携して実施しています。
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■地域自立支援協議会（１・６８ページ）

障害のある人等への支援の体制の整備を図るため、関係機関や関係団体により構成

される、障害者総合支援法に規定される法定協議会のことをいいます。地域における

障害のある人等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。

藤井寺市においては、「藤井寺市障害者支援会議」がその役割を担っています。

■地域包括ケアシステム（５０ページ）

元来、高齢者が重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた地域で、自分

らしい暮らしを続けられるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいの包括的な支

援・サービスを一体的に提供する体制や仕組みのことをいいます。第５期障害福祉計

画では、精神障害のある人にも対応した地域包括ケアシステムの構築が求められ、精

神障害のある人が施設や病院から地域に移行しても、安心して自立した生活を送るこ

とができるように、包括的な支援・サービスを一体的に提供する体制や仕組みの構築

が必要とされています。

■注意欠陥多動性障害（１８ページ）

文部科学省によると、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力や衝動性、多動性を

特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものをさします。

７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があ

ると推定されます。

■発達障害（１・３・５・１８・１９・２２・４８・７９・８０ページ）

発達障害者支援法の定義では、発達障害とは自閉症やアスペルガー症候群その他の

広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であ

って、その症状が通常低年齢において発現するものをいい、ＷＨＯ（世界保健機関）

の基準「ＩＣＤ 」（「国際疾病分類」第 版）に準拠しています。

また、平成 年にアメリカ精神医学会が公表した「ＤＳＭ 」（「精神疾患の診断・統

計マニュアル」第 版）では、自閉症やアスペルガー症候群その他の広汎性発達障害を統

合した自閉症スペクトラム障害、限局性学習障害、注意欠如・多動性障害を発達障害とし

ています。注意欠如・多動性障害は、平成 年に日本精神神経学会により「注意欠陥」が

「注意欠如」に改名されました。
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■パブリックコメント（６ページ）

行政の政策立案過程で住民の意見を募る制度のことで、行政機関が実施しようとす

る政策について、あらかじめホームページ等を通じて意見を募ります。住民は、電子

メールや郵便等の方法で意見を提出します。

■法定雇用率（２ページ）

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められている官公庁や事業所が雇用す

べく義務づけられた障害のある人の雇用の割合のことをいいます。「障害者の雇用の促

進等に関する法律の一部を改正する法律」により、平成 年４月より法定雇用率の算

定基礎に精神障害のある人を加えることになりました。

■レスパイト（７９ページ）

本来の休息、息抜きという意味から、福祉では介護からの一時的な解放という意味

で使われます。レスパイトケアとは、障害のある人等を介護する家族等を一時的に、

一定の期間、介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを回復し、介護負担

を軽減する援助のことをいいます。

■ワークショップ（６・２７・２９ページ）

英語では、仕事場、作業場の意味。講師の話を参加者が一方的に聞くのではなく、

参加者自身が討論に加わったり、体を使って体験したりするなど、参加体験型、双方

向性のグループ学習のことをいいます。
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